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は じ め に 

 少子高齢化に伴う人口減少の進行や、世帯構造の

変化等により、地域や家庭での支え合い機能が低下

するなど、地域社会を取り巻く環境は大きく変化し

ています。 

 また、育児と介護を同時に担うダブルケアをはじ

め、本来大人が担うと想定されている家事や家族の

世話などを日常的に行っているヤングケアラー、高

齢の親が経済的に自立できない子の生活を支える

8050 問題など、世帯の抱える課題はますます複雑

化・複合化しています。 

 このような中、県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、

こどもから高齢者まですべての方々が、世代を超えてつながり、互いに支え合い

ながら、自分らしく暮らすことのできる「地域共生社会の実現」が求められてい

ます。 

 そうした社会の変化や時代の要請に柔軟に対応するため、県では、令和２年に

策定した「大分県地域福祉基本計画」を改定し、令和 11年度までの５か年を対

象期間とする新たな計画を策定しました。 

 計画では、地域共生社会の実現に向けて、多世代交流や支え合い活動など住民

主体の「共に支え合う地域づくり」をはじめ、困りごとを抱えた個人や世帯を包

括的に支援する「多機関が協働した相談支援体制の整備」、一人ひとりが生きが

いや役割を持って暮らしていくための「社会とのつながりづくり」など、多角的

に取り組んでいくこととしています。 

 本計画の推進にあたっては、県民の皆様をはじめ、市町村や福祉関係機関・団

体の方々と連携し、対話を重ねながら諸施策を進めてまいりますので、引き続き、

皆様方のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご議論いただきました大分県社会福祉

審議会委員の方々をはじめ、貴重なご意見・ご提言をお寄せいただいた県民の皆

様に心からお礼申し上げます。 

            令和７年３月 

            大分県知事 
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１  計画の趣旨  

本県では、平成 17（2005）年に「大分県県民福祉計画」、平成 27（2015）年・令和２（2020）

年に「大分県地域福祉基本計画」を作成し、広域的な見地から地域福祉の取組を進めるとと

もに、市町村における地域福祉の取組を支援してきました。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化の進行、世帯構造の変化等により、家族や地域の支

え合い機能が低下している中で、支援を要するひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、子育て

世帯等が増加していることから、これまで以上に、地域住民同士が、共に支え合う体制づく

りが求められています。 

併せて、児童虐待やひきこもり等とともに、いわゆる「ダブルケア」、「ヤングケアラー」、

「８０５０問題」など、個人や世帯の抱える課題も複雑化・複合化し、縦割りの支援制度で

は対応困難な事例も増加していることから、そうした課題を抱える方を包括的に支援する

体制の整備も進めていかなければなりません。 

今回新たに策定する計画は、こうした社会情勢の変化を踏まえ、支え合い機能の強化や包

括的支援体制の整備などの取組を進め、誰もが安心して暮らせる地域づくりに向けた施策

展開を図るものです。 

 

持続可能な社会を目指して～ＳＤＧｓの実現～ 

 

平成 27年（2015年）９月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」の中核をなすＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable 

Development Goals）は、持続可能な世界を実現するための 17 ゴールと 169 のターゲッ

トで構成される国際目標であり、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を不可分なもの

として統合的に解決することを目指しています。 

 

地域福祉の施策については、「誰一人として取り残さない」というＳＤＧｓの理念を踏

まえて取組を進めていく必要があります。 

本計画と方向性を同じくするＳＤＧｓのゴールは次のとおりです。 
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２  計画の位置付け 

（１） 本計画は、広域的な見地から市町村の地域福祉を推進するための社会福祉法に基づ

く「都道府県地域福祉支援計画」、本県の長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン

２０２４～新しいおおいたの共創」における地域福祉部門の計画、及び「ユニバーサルデ

ザイン思想」の普及を進めていくうえでの基本指針として位置づけるものです。 

 

（２） 福祉における分野ごとの計画である「おおいた高齢者いきいきプラン」や「大分県

障がい者計画」、「大分こどもまんなかプラン」などとの関係においては、各分野の施策を

推進するにあたって、共通して取り組む事項について、本計画で考え方を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  計画期間  

本計画は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５か年を計画期間としてい

ます。 

 

４  計画の策定体制及び進行管理  

計画の推進にあたり、県、市町村、関係機関等が連携して取り組むとともに、目標指標の

進捗状況について、毎年度、検証することとします。 

また、計画の期間中であっても、必要に応じて、社会福祉審議会等で意見を聴いたうえで

計画の見直しを行うものとします。 

大分県地域福祉基本計画 

（１）社会福祉法に基づく都道府県 

地域福祉支援計画 

（２）大分県長期総合計画の部門 

計画 

（３）ユニバーサルデザイン推進の 

基本指針 

大分こどもまんなかプラン 

大分県高齢者福祉計画・介護保険支援事業計画 

おおいた高齢者いきいきプラン 

大分県障がい者計画 

市町村地域福祉計画 

・いのちを支える大分県自殺対策計画 

・大分県再犯防止推進計画 等 

大分県長期総合計画 

「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４～新しいおおいたの共創」 
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第１節   人口減少・少子高齢化や世帯構造の変化  

１  人口の減少・少子高齢化の進行  

（1）人口の減少 

本県の総人口は、112 万 3,852 人（令和２（2020）年国勢調査）ですが、平成６（1994）

年以降減少傾向にあり、令和 17（2035）年には 100万人、令和 27（2045）年には 90万人を

下回り、令和 32（2050）年には 84万人になることが見込まれています。 

 

（2） 少子高齢化の進行 

本県の 15歳未満の「年少人口」は、136,329人（令和２（2020）年国勢調査）ですが、５

年前（平成 27（2015）年）と比較すると 10,084人減少（△6.9％）しています。 

15歳から 64歳の「生産年齢人口」についても、613,637人（令和２（2020）年国勢調査）

と、５年前と比較すると約 43,532人減少（△6.6％）しています。 

「年少人口」と「生産年齢人口」については、今後ますます減少する見込みであり、令和

32（2050）年には、令和２（2020）年より３割以上減少し、それぞれ、８万８千人、41万３

千人になる見込みです。 

一方、本県の 65歳以上の「高齢者人口」は、373,886人（令和２（2020）年国勢調査）と

なっており、５年前と比較すると 22,141人増加（＋6.3％）しています。 

高齢者人口は、令和７（2025）年の 37 万７千人をピークに減少に転じ、令和 32（2050）

年には、34万１千人になると見込まれますが、高齢者の割合を示す「高齢化率」は、33.3％

（令和２（2020）年）から上昇を続け、令和 32（2050）年には 40.5％に達すると見込まれ

ます。 

特に、85歳以上の高齢者は、７万２千人（令和２（2020）年国勢調査）から、９万４千人

（令和 32（2050）年）に増加し、長寿化が今後一層進む見込みです。 

 

【人口・高齢化率推移】 
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※ 令和２（2020）年までは総務省「国勢調査」、令和７（2025）年以降は国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口」 

※ 国勢調査の人口総数には、年齢「不詳」を含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。 

  

（単位：人）

平成27年
（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

1,166,338 1,123,852 1,077,540 1,031,171 984,098 936,394 888,208 841,343

146,413 136,329 121,144 107,894 99,674 96,110 92,598 87,721

657,169 613,637 579,681 553,998 524,338 480,480 442,300 412,914

351,745 373,886 376,715 369,279 360,086 359,804 353,310 340,708

65～74歳 169,848 178,451 155,216 135,087 127,358 137,355 141,241 126,410

75歳～84歳 120,579 122,964 144,279 151,224 132,427 116,494 110,888 120,581

85歳～ 61,318 72,471 77,220 82,968 100,301 105,955 101,181 93,717

30.4 33.3 35.0 35.8 36.6 38.4 39.8 40.5高齢化率（％）

0～14歳

15～64歳

65歳以上

総人口
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２  世帯構造の変化  

（1）世帯構成 

本県の総世帯数は、48 万 7,679 世帯（令和２（2020）年国勢調査）ですが、今後も減少

を続け、令和 32（2050）年には、41万 1,679世帯と、令和２（2020）年より 7.6万世帯減

少（△15.6％）する見込みです。 

一方、高齢者世帯数については、21 万 1,858 世帯（令和２（2020）年国勢調査）となっ

ていますが、今後もほぼ横ばいで推移し、令和 32（2050）年には約 20万 2,000世帯となる

見込みです。 

世帯構成については、今後、「①ひとり暮らし（単独）世帯」の割合が上昇する一方、「②

夫婦のみの世帯」、「③夫婦とこどもからなる世帯」、「⑤三世代同居等(その他）世帯」は減

少することが見込まれ、家庭内での家族による支え合い機能の低下が懸念されています。 

 

【世帯数の推移】             【世帯構成割合の推移】 

 

※ 令和２（2020）年は総務省「国勢調査」、令和７（2025）年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本

の世帯数将来推計」 
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（2）高齢者のいる世帯の状況 

本県の高齢者世帯数は、令和７（2025）年に約 21万 7千世帯をピークに減少に転じます

が、全世帯に占める高齢者世帯割合については、その後も上昇を続け、令和 32（2050）年に

は全世帯の概ね半数（49.1％）が高齢者世帯となる見込みです。 

ひとり暮らし高齢者（高齢者単独世帯）については、令和７（2025）年以降も増加を続け、

令和 32（2050）年には全世帯の 26.0％がひとり暮らし高齢者となる見込みです。 

 

【高齢者世帯数の推移】 

 

 

※ 令和２（2020）年までは総務省「国勢調査」、令和７（2025）年以降は国立社会保障・人口問題研究所

「日本の世帯数将来推計」 

  

（単位：世帯）
平成27年
（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

191,805 211,858 217,176 216,106 211,848 212,225 208,948 202,332

世帯主65歳以上世帯の
単独世帯

62,766 75,169 80,250 84,023 86,524 89,839 90,232 88,598

世帯主65歳以上世帯の
夫婦世帯

68,924 73,178 72,012 68,432 63,973 61,485 59,423 57,172

その他 60,115 63,512 64,915 63,652 61,351 60,900 59,294 56,561

39.5 43.4 44.3 44.5 44.7 46.6 48.2 49.1

18.4 20.1 21.3 22.8 24.0 25.0 25.5 26.0

高齢者世帯

高齢者世帯割合（％）

区　分

高齢者単独世帯割合（％）
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第２節   支援が必要な人の状況  

１  高齢者の状況  

（1）要支援・要介護認定者の状況 

本県の要介護・要支援認定者数は、介護保険が導入された平成 12（2000）年度末には 38,287

人でしたが令和５（2023）年度末には、71,107人と、約 1.9倍に増加しています。 

要介護認定率については、令和５（2023）年度は 19.0％で全国平均を 0.7 ポイント下回

っています。 

 

※ 厚生労働省「介護保険事業状況報告」各年度末現在 
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（2）認知症高齢者の状況 

急速な高齢化の進展に伴い、本県の認知症の人の数は増加しています。令和４（2022）年

の認知症の高齢者数は約 4.6 万人、軽度認知障害（ＭＣＩ：Mild Cognitive Impairment）

の高齢者数は約 5.8 万人と推計され、その合計は 10 万人を超えます。 

この推計で得られた性・年齢階級別の認知症及び軽度認知障害の有病率が今後も一定と

仮定すると、令和 22（2040）年にはその人数が約 11万人（認知症約 5.4 万人、軽度認

知障害約 5.6 万人）となり、高齢者の約 3 人に 1人が認知症又は軽度認知障害になると

見込まれます。 

 

【認知症高齢者数等の推移】 

 

 

※１． 高齢者人口は、令和４（2022）年は総務省人口推計（10月 1 日現在）、令和７（2025）年以降は

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 ２． 認知症高齢者数は、「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」（令和

５（2023）年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授）に基づく推計 

 ３．数値は表単位未満の位で四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計は必ずしも一致しない 

  

令和4年
（2022）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

65歳以上 376 377 369 360 360 353 341

認知症推定有病率（％） 12.3% 12.9% 14.2% 15.0% 14.9% 14.7% 15.1%

認知症高齢者数 46 49 52 54 54 52 51

MCI推定有病率（％） 15.5% 15.4% 16.0% 16.1% 15.6% 15.6% 16.2%

MCI高齢者数 58 58 59 58 56 55 55

認知症+MCI高齢者数 105 107 112 112 110 107 107

（単位：千人）
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２  障がい者の状況  

（1）身体障がい者 

本県の身体障害者手帳交付者数は、55,093 人（令和５（2023）年度末）となっています

が、平成 30（2018）年からの５年間で 6,308人の減（△10.3％）と減少傾向にあります。 

 

（2）知的障がい者 

療育手帳交付者数は、12,304人（令和５（2023）年度末）となっていますが、この５年間

で 1,779人増加（＋16.9％）しています。 

 

（3）精神障がい者 

精神障害者保健福祉手帳交付者数は、12,774人（令和５（2023）年度末）となっています

が、この５年間で 3,079人増加（＋31.8％）しています。 

 

【障害者手帳交付者数の推移】 

 

※ 大分県調べ。交付者数は各年度末現在 
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３  児童の状況  

（1）ひとり親家庭の状況 

令和２（2020）年のひとり親世帯数は、8,069世帯であり、その内訳は、母子世帯が 7,297

世帯（約 90％）、父子世帯が 772世帯（約 10％）となっています。 

ひとり親世帯割合（20 歳未満の世帯員のいる世帯のうち父子家庭又は母子家庭の割合）

については、平成７（1995）年は 4.7％でしたが、令和２（2020）年には 7.9％に上昇して

います。 

 

【ひとり親世帯数・世帯割合の推移】 

 

※ 総務省「国勢調査」 
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（2）児童虐待相談対応件数の推移 

 令和５（2023）年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は 1,852件であり、過去

最多になりました。 

  

 虐待の内容別にみると、児童虐待相談受付件数のうち、心理的虐待が 589件と全体の 59％

を占め、次いで、身体的虐待が 27％（271 件）、ネグレクトが 13％（127 件）、性的虐待が

２％（19件）となっています。 

 

【児童虐待相談受付・対応件数の推移】 

 

※ 大分県調べ 

※１．児童虐待受付件数：当該年度中に児童相談所が新たに虐待相談として受理した児童数 

 ２．児童虐待対応件数：当該年度中に児童相談所が虐待相談に関して対応した延べ件数 

            （１児童について複数回の対応を行った場合は、それぞれを計上） 
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４  生活困窮者等の状況  

（1）生活保護受給者数の推移 

生活保護の受給者数は、緩やかな減少傾向にあり、令和５（2023）年度の受給者数は 18,424

人となっています。 

 

【生活保護受給者・保護率の推移】 

 
※ 受給者数は年度平均値（令和５（2023）年度は速報値） 

 

（2）生活困窮者自立支援制度の利用状況 

平成 27（2015）年度の生活困窮者自立支援法施行から令和元（2019）年度までの間にお

いて自立相談支援機関で相談を受け付けた件数は、ほぼ横ばいで推移していましたが、令和

２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の流行の影響により新規相談受付件数が急激に

増加しました。 

【生活困窮者自立相談受付件数等の推移】 

 

※ 大分県調べ 
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５  災害時要配慮者への支援  

（1）福祉避難所の指定状況 

 災害時に高齢者や障がい者等の避難先となる「福祉避難所数」は、379か所（令和５（2023）

年）であり、平成 30（2018）年以降ほぼ横ばいで推移しています。 

 指定施設の内訳をみると、高齢者福祉施設が 254か所、障がい者施設が 66か所で、この

２施設で全体の約 84％を占めています。 

 

【福祉避難所数等の推移】 

 
※ 大分県調べ 

 

（2）個別避難計画の作成状況 

災害時の避難行動に支援が必要な高齢者や障がい者等の「避難行動要支援者」のうち個別

避難計画を作成した者の割合は、令和６（2024）年４月１日時点で 47.7％と、令和３（2021）

年５月の災害対策基本法改正以降増加しています。 

【個別避難計画作成率の推移】 

 

※ 大分県調べ  
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第３節   世帯が抱える課題の複雑化・複合化  

 

これまで、福祉的支援は主に、介護、障がい、子育てなどの分野ごとに、典型的なリスク

や課題を想定した個別の支援制度を用意し、現金給付等の生活保障を行うなどの方法で、セ

ーフティネットの確保を図る対策が取られてきました。 

一方で、過疎化や少子高齢化、人間関係の希薄化などを背景として、個人や世帯が抱える

課題が複雑化・複合化しています。育児と親の介護を同時に担う「ダブルケア」やこどもが

学業に加えて日常的に家族の介護や世話をしている「ヤングケアラー」、高齢の親が無就労

の子の生計を支える「８０５０問題」などの複合的な生活課題は、従来の属性別による支援

体制だけでは、一貫した支援が受けられないといった課題が指摘されています。 

 令和６（2024）年に本県が実施した「ヤングケアラー実態調査」において、世話をしてい

ることで困りごとを抱えている（ヤングケアラー状態の）児童生徒が、県内で少なくとも約

2,100人いると推計されました。 

 また、県内のひきこもり人数は、12,473人、うち 7,213人（57.8％）は 40～64歳の中高

年層と推計されています。 

 

【ヤングケアラー人数（推計値）】 

 

※ 大分県調べ 

 

【ひきこもり人数（推計値）】 

 生産年齢人口 

（15～64歳） 

内訳 

子ども・若年層 

（15～39歳） 

中高年層 

（40～64歳） 

ひきこもり人数 

（前回比） 

12,473人   

  （+3,101人） 

5,260人  

H27比（+1,106人） 

7,213人 

H30 比（+1,995人） 

※ 令和４（2022）年度「こども・若者の意識と生活に関する調査(内閣府)を基に、令和２（2020）年度国

勢調査人口から大分県内における生産年齢人口（15～64 歳）のひきこもり人数を推計  
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第４節   新型コロナウイルスの感染拡大による変化  

 

 新型コロナウイルスの感染は、令和２（2020）年１月に国内で初めて感染が確認されて以

降、急速に拡大しました。感染拡大防止のため、緊急事態宣言による外出自粛要請や飲食店

等に対する休業要請が行われたことなどにより、経済や社会活動に大きな影響を与えまし

た。 

 

（1）生活困窮者の増加 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業したり収入が減少した世帯等を支援する

ため、生活福祉資金の特例貸付制度が創設されました。資金種類は、緊急小口資金が 20万

円、総合支援資金が初回貸付、延長貸付、再貸付の３つで各 60万円、最大で 200万円の貸

付が可能で、貸付対象者の範囲や手続きの簡素化などの特例措置が設けられました。 

 令和２（2020）年 3 月から令和４（2022）年 9 月までの間で、県内の貸付額は累計で約

157 億円、貸付件数は延べ 39,892 件となりました。また、住民税非課税世帯などの要件に

より償還免除を決定した額は約 73 億円、延べ 18,916 件（令和６（2024）年 12 月末時点）

となりました。 

 

【生活福祉資金特例貸付状況】（令和６（2024）年 12月末時点） 

 
貸付件数 

 
貸付額 

 

うち免除 うち免除 

緊急小口資金 15,732件 7,497件 3,075,380千円 1,412,175千円 

総合支援資金（初回） 12,678件 6,533件 6,595,915千円 3,362,237千円 

総合支援資金（延長） 5,635件 2,678件 2,958,016千円 1,394,566千円 

総合支援資金（再貸付） 5,847件 2,208件 3,080,100千円 1,173,385千円 

計 39,892件 18,916件 15,709,411千円 7,342,363千円 

※ 大分県社会福祉協議会調べ 

 

（2）孤独・孤立の顕在化 

 単身世帯の増加や高齢化による地域組織の衰退により、家族や地域とのつながりが希薄

化し、誰もが孤独・孤立状態に陥りやすい状況にある中、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止措置の影響により、それまで各地域で提供してきた交流や支え合い活動の機会が

減少したことなどにより、孤独・孤立の問題が顕在化しています。内閣府が令和５（2023）

年に実施した孤独・孤立の実態把握に関する全国調査において、約４～５割の人が孤独を感

じていることが分かりました。  



第２章 地域福祉を取り巻く現状・課題 

18 

 

第５節   社会福祉法の改正  

 

 市町村において、介護、障がい、子育てなどの分野ごとの支援体制では対応が難しい複雑

化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、社会福祉法の改正

により、令和３（2021）年４月から重層的支援体制整備事業が創設されました。 

重層的支援体制整備事業は、市町村の任意事業であり、既存の相談支援や地域づくり支援

の取組を活かし、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の

３つの支援を一体的に実施することが必須となっています。 

 

※厚生労働省作成資料より抜粋 
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１  基本理念  

 

基本理念の趣旨は、少子高齢化に伴う人口減少や世帯構造の変化等により、地域における

関係性が希薄化し、家族や地域の支え合い機能が低下する中で、誰もが共につながり支え合

い、役割と生きがいを持って暮らすことのできる地域共生社会を目指すものです。 

 

 

２  基本方針  

 基本理念の実現には、支える側と支えられる側という関係を越えて、住民や多様な主体が

自ら参画し、地域の課題解決に取り組む必要があります。また、個人や世帯の抱える課題が

複雑化・複合化する中で、属性や世代を問わない相談支援体制の整備が必要です。 

 そのため、本計画では「共に支え合う地域づくり」、「多機関が協働した相談支援体制の整

備」、「社会とのつながりづくり」の３つを基本方針として定め、市町村や関係機関と連携し

て施策の推進を図ります。 

  

誰もが共に支え合い、一人ひとりが生きがいや役割を持って

暮らすことのできる地域共生社会の実現 

１ 共に支え合う地域づくり 

地域共生社会の実現 

１ 

１ 多機関が協働した相談支援体制の整備 ２ 

１ 社会とのつながりづくり ３ 
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■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

包括的な支援体制が整備さ

れている市町村数 
５市町 １８市町村 
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第１節   共に支え合う地域づくり 

１  参加の場･居場所の確保に向けた支援  

（1）住民主体の多世代交流・支え合い活動の推進 

■現状と課題 

これまで本県では、地域に住民が気軽に集える場所をつくることを通じて、地域の「仲間

づくり」「出会いの場づくり」「健康づくり」を促進するため、住民とボランティアとが協働

で企画・運営する「ふれあい・いきいきサロン」の活動を推進してきました。 

今では、県内各地に 2,000を超えるサロンが運営されるまでになり、参加者も高齢者だけ

ではなく、障がい者や子育て中の親などを対象としたサロンが開設されるなど、全世代型の

地域活動へと広がりを見せています。 

また、こどもの居場所としての「こども食堂」も県内で 137か所（令和６（2024）年 6月

末時点）まで広がり、食事以外にも学習支援や体験活動を行うなど実施内容も多様化してい

ます。また、こども食堂はこどものみならず、地域の高齢者や障がい者も参加できる場所も

多くあり、地域の人々の居場所としての役割も果たしています。 

高齢者や障がい者、こども・子育て世代等、対象者や世代ごとに取り組まれていたサロン

等の活動を、すべての地域住民が参加する多世代交流の場としていくことにより、活動の活

性化を図るとともに、多様な世代の出会いと交流を通じて互いを理解し、地域で共に支え合

う意識を高めていく必要があります。 

 

■施策の方向 

① サロンやこども食堂が、こどもから高齢者まで、多世代の地域住民が参加する出会いと

交流の場としてさらに充実が図れるよう、先進事例の紹介やノウハウの周知、拠点施設整

備の支援等に取り組んでいきます。 

 

② 好事例の共有を通して多世代交流、就労支援や学習支援など、地域の多様な活動を推進

する市町村の取組を支援します。 

 

■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

高齢者、子育て家庭等、多世

代交流・支え合い活動の実

施主体数 

４６８組織 ６００組織 
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取組事例①：ＮＰＯ法人 Teto Company【竹田市】 

 

ＮＰＯ法人 Teto Companyは「ひとりぼっちをつくらない地域・社会を創る」ことをビ

ジョンに掲げ竹田市を拠点に活動をしています。 

 

「みんなのいえカラフル」は地元の方から古民家の提供を受け、こどもから高齢者まで

自由に集まれる「地域の集いの場」として竹田市竹田町に平成 30（2018）年 10月に開設

されました。独居高齢者の方の見守りや障がい児支援事業も実施し、０歳から 100 歳を

超える方まで、世代や障がいの有無を超えた多くの方が集う場となっています。 

 

「Haru+（ハルタス）」は民家を改装し、令和５（2023）年４月に２箇所目の拠点として

竹田市荻町に開設されました。「地域の集いの場」としての機能に加え、高齢者、障がい

のある方、児童を対象にしたデイサービスを展開し、介護や支援が必要になっても地域の

中でその人らしく生活するサポートをしています。 

 

いずれの活動も多世代が交流する地域の集いの場であるとともに、様々なサービス機

能を備えた多機能拠点として地域の方の暮らしを支えています。 
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（2）地域コミュニティの育成支援 

■現状と課題 

地域の住民がそれぞれ役割を持ち、支え合いながら、また、自分らしく活躍できる地域コ

ミュニティを育成し、助け合いながら暮らせる地域づくりは、地域共生社会を実現するうえ

で大切な取組です。 

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)においても、「住み続けられるまちづくり」が目標に掲げ

られており、支援を必要としている人に配慮され、すべての人が安全で暮らしやすい持続可

能な地域づくりが求められています。 

そのためには、地域づくりを一部の特定の人に任せるのではなく、地域住民が、ひとり暮

らし高齢者や子育て世帯等が抱える家事や見守り支援などの課題を自らの課題として主体

的に捉え、解決を試みることが大切です。 

こうした取組を進めるうえでは、地域住民や地域の福祉関係者だけではなく、自治会など

まちづくりの関係者や社会福祉分野の専門職等、多様な主体が参加し、地域の抱える課題に

ついて話し合う場ともなる住民の自主活動等の拠点を整備していく必要があります。 

 

■施策の方向 

① 多様な主体の参画 

サロン活動は、小学校区単位で地域福祉活動に取り組む住民組織である校区社協や、

社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉関係団体等が中心となり取り組まれています。 

一方、住民主体の地域コミュニティ組織であるまちづくり協議会の設立も県内各地で

進んでおり、こうした多様な主体が参画し、一緒に地域課題に取り組む場（拠点）づく

りに取り組んでいきます。 

 

② 地域力強化推進員の養成 

地域共生の取組が、過疎化や高齢化の進む地域でも円滑に実施でき、住民自らが地域

課題を解決できるよう導くとともに、関係機関の支援が必要な場合のつなぎ役となる「地

域力強化推進員」の養成に取り組みます。 
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２  多様な主体による地域づくりの推進  

（1）県民一人ひとりの役割 

■現状と課題 

人口減少・少子高齢化が進む中で、地域共生社会を実現していくためには、こどもから高

齢者まで、福祉サービスを必要とする方も含め、地域住民が「支える側」と「支えられる側」

に分かれるのではなく、それぞれが役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域を目指していく必要があります。 

高齢者には、長年の経験や知識・技能を活かした地域活動が期待されています。また、障

がい者には、支えられるだけでなく、地域社会の一員としてそれぞれの状況に応じた社会参

加や就労により地域を支える役割が期待されています。さらに、こどもや若者などの若年層

には、地域社会に目を向け、自発的に地域福祉活動に参加することが望まれています。 

 

■施策の方向 

① 高齢者や障がい者等を含め、「すべての人がともに支え合う」という考え方を広めるこ

とにより、地域における共生の仕組みづくりを推進します。 

 

② 県民一人ひとりが、地域福祉の担い手であることを自覚し、地域での活動を実践するた

めの、学びの場や活動の場の充実を図ります。 

 

（2）民生委員・児童委員への支援の充実 

■現状と課題 

民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常

勤）であり、社会福祉を増進するため、地域住民の立場から、生活課題のみならず福祉全般

に関する相談・援助活動を行っています。 

また、民生委員は児童福祉法により「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育

ての不安に関する様々な相談や支援も行っています。 

地域社会のつながりが希薄化している昨今において、民生委員・児童委員は、子育てや介

護の悩みを抱える人、障がいのある方・高齢者など、地域住民の身近な相談相手となり、支

援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役としての役割がますます重要にな

っています。 

一方、支援ニーズの増加により、民生委員・児童委員の負担が大きくなっていることに加

え、高齢者の就労率増加や民生委員・児童委員制度への理解不足などによる担い手不足の課

題が生じています。 
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【県内の民生委員・児童委員数】（各年度４月１日時点） 

 
令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度

（2023） 

定数(A) 2,950 2,974 2,974 2,974 2,993 

現員数(B) 2,913 2,918 2,930 2,930 2,916 

欠員数 37 56 44 44 77 

充足率(B/A) 98.7％ 98.1％ 98.5％ 98.5％ 97.4％ 

※大分県調べ 

 

■施策の方向 

① 民生委員・児童委員が活動しやすい環境を実現するため、県民に民生委員・児童委員の

役割や活動が正しく理解されるよう、周知・啓発を図ります。 

 

② 民生委員・児童委員になる方の不安を解消するため、新任者向けの研修や Q&A集等の支

援ツールの充実を図ります。 

 

③ サポート体制の構築や業務の効率化など担い手確保に向けた市町村や民生委員児童委

員協議会の取組を支援します。 

 

■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

民生委員・児童委員の充足

率 
９７．４％ １００％ 
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（3）多様な地域福祉の担い手の発掘 

■現状と課題 

地域共生社会を実現していくためには、これまで地域福祉の活動に関わってきた組織や

人だけではなく、地域の企業・法人やその地域で暮らすすべての人が、それぞれの特性や技

能を活かして、地域福祉の担い手として活躍する社会を創っていく必要があります。 

また、人口減少・少子高齢化が著しい地域においては、自分の地域だけでは担い手の確保

が難しいことから、地域外からの人材の呼び込みを図っていく必要があります。 

 

① 女性の参画促進 

「女性」は、地域福祉の担い手として活躍が期待されている一方、本県が行った意識

調査（※）では、22.3％の方が「お茶出しや皿洗いなどは女性だけがする暗黙の役割分

担がある」、また、21.0％の方が「地域の決定事項は、従来、男性が取り仕切っており、

女性が口を挟みにくい」と答えており、地域活動における男女共同参画の推進が求めら

れています。 

※男女共同参画社会づくりのための意識調査（令和４（2022）年度県調査） 

 

② 高齢者の参画促進 

「高齢者」は、その豊かな知識や経験を活かして、地域活動やボランティア活動など

に積極的に参画し、地域社会の担い手となることが求められています。地域には元気な

高齢者もいて、こうした高齢者が必要とされ、豊富な知識と経験を活かして生きがいを

感じることができる仕組みづくりも必要となっています。 

 

③ 地域外の人材の参画促進 

65 歳以上の高齢者が住民の半数を超える「高齢化集落」では、集落支援員※１や地域

おこし協力隊※２ が、地域の活性化や見守り活動に取り組んでいます。こうした地域外

の人材が、地域住民と連携して地域課題に取り組むことで、地域に新しい風をおこし活

力を生んでいます。 

（集落支援員：専任 87名、兼任 34名（令和５（2023）年度） 地域おこし協力隊：79名

（令和５（2023）年度）） 

 

④ ボランティアの活動促進 

「ボランティア」は、近年頻発している地震や豪雨などの大規模自然災害において、

 
※１ 集落支援員：地域の実情に詳しく、集落対策のノウハウや知見を有した人材が、集落

への巡回や目配りを行い、自治体と連携しながら地域の維持・活性化を図る総務省の制

度 
※２ 地域おこし協力隊：人口減少や高齢化などの進展が著しい地域において、都市住民な

ど地域外の人材を積極的に活用し、その定住・定着を図ることで、地域力の維持・強化

を図る総務省の制度 
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被災地の復旧・復興の大きな力となっています。県民にボランティア活動の意義や魅力

を伝え、活動を開始・継続していただけるよう、大分県社会福祉協議会（大分県ボラン

ティア・市民活動センター）では、研修実施やサイト等での情報発信に取り組んでいま

す。 

 

 ⑤ 里親支援の推進 

児童福祉分野における「民間との協働」では、マーケティング手法等を活かした民間

機関ならではのリクルート活動によって、多様な里親を開拓できるなどのメリットが

あることから、里親支援専門ＮＰＯ法人と協働し、地域とも連携した里親募集、研修実

施など総合的な支援を行っています。 

 

■施策の方向 

① 女性の参画促進 

女性が地域福祉活動の担い手として、活動の立案や決定に主体的に参画できる環境づ

くりを推進します。 

 

② 高齢者の参画促進 

高齢者や第二の人生のスタートを控えた中高年齢層が、豊富な経験や技能を活かし、地

域の支え手となれるよう、ボランティア・ＮＰＯ活動への参加促進や活動に対する支援な

ど、地域活動に主体的に取り組める仕組みづくりを推進します。 

 

③ 地域外の人材の参画促進 

（ⅰ） 地域おこし協力隊等の地域外の人材を活用し、県民と一体となった地域づくりを

推進します。 

（ⅱ） 地域おこし協力隊やＵ・Ｉターン者等を積極的に受け入れ、地域福祉活動に関す

る多様な担い手の確保を図ります。 

 

④ ボランティアの活動促進 

「ボランティア活動をしたい、やってみたい」という県民を円滑に活動につなげられる

よう、大分県ボランティア・市民活動センターやおおいたＮＰＯ情報バンク「おんぽ」の

情報サイト等を通じて、きめ細かな情報発信を行います。 

また、幼少期から、ボランティア活動への関心を育むよう、福祉教育の充実に努めます。 

 

⑤ 里親支援の推進 

里親支援事業のほか、里親や里子からの相談・援助等について、里親支援専門ＮＰＯ法

人と協働し、県、市町村、学校や民生委員・児童委員など多様な地域における関係機関と

の協働による里親支援を強化します。 
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（4）社会福祉法人等による地域貢献活動の促進 

■現状と課題 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された

公益性の高い非営利法人です。 

また、平成 28（2016）年に社会福祉法が改正され、福祉サービスの供給体制の整備・充実

を図るため、すべての社会福祉法人の責務として、「地域における公益的な取組の実施」が

定められました。 

大分県社会福祉協議会においては、県内の社会福祉法人から構成する「大分県社会福祉法

人社会貢献活動推進協議会」を立ち上げ、生活困窮者の相談・支援等を行う「おおいたくら

しサポート事業」等に取り組んでいるところです。 

社会福祉法人には、これまで培った福祉サービスの提供に係る高い専門性やノウハウ、地

域の関係者とのネットワークを活かしながら、公益的な取組を実践し、地域共生社会の実現

に積極的に貢献することが期待されています。 

 

■施策の方向 

おおいたくらしサポート事業等取組事例の紹介などを通じて、社会福祉法人の地域貢献

活動を積極的に支援します。 

 

（5）民間事業者等との協働 

■現状と課題 

少子高齢化等が進行する中、共に支え合う地域とするためには、地域の様々な社会資源が

協働・連携した支援体制の構築が必要です。 

民間事業者には、地域社会の構成員として、ビジネスで培ったノウハウやネットワークを

活かした地域福祉の推進に大きな役割が期待されています。 

ＣＳＲ(企業の社会的責任）としての社会貢献活動に加え、募金や寄付金の活用など、多

様な形での協働を検討する必要があります。 

 

① 見守り体制の構築 

ひとり暮らし高齢者等が孤立せず安心して地域で生活するためには、地域における見

守り活動が必要です。 

そのため、民間事業者等と協働して、高齢者等に何らかの異変等が認められた場合に、

当該地域の市町村窓口等に早急に連絡することができる体制を整備することが求められ

ています。 

 

② 認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの体制強化 

認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、

地域で見守り支える体制づくりが必要です。 
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そのため、地域の企業（店舗・事業所）と協働しながら認知症による行方不明高齢者等

を迅速に捜し出して保護するための「認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク」の体制強化が

求められています。 

 

③ 共同募金等の活用推進 

「共同募金運動」は、地域福祉の推進を図ることを目的として行われるものであり、民

間が行う地域福祉活動を支える重要な役割を果たしています。 

大分県共同募金会では、戸別募金や街頭募金などでお寄せいただいた募金により、社会

福祉法人やボランティア団体、ＮＰＯ法人などへの助成を行っています。 

 

■施策の方向 

① 見守り体制の構築 

認知症サポーター養成講座を概ね半数以上の職員が受講している企業・団体を「大分

オレンジカンパニー（認知症にやさしい企業・団体）」として登録し、高齢者の生活と関

連の深い企業等による見守り・支援活動を推進します。 

 

② 認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの体制強化 

ＳＯＳネットワークを更に整備するとともに、広域連携に関する稼働状況や課題につ

いての評価を行い体制の強化を図ります。 

 

③ 共同募金等の活用推進 

大分県共同募金会が行う「赤い羽根共同募金」や「歳末たすけあい募金」など、様々

な募金活動の広報・周知に努めます。 

また、地域の福祉基盤づくりを進めるにあたり、企業版ふるさと納税※１など、民間事

業者からの寄付金の活用も検討します。 

  

 
※１ 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)：地方公共団体が行う一定の地方創生事業に

対して企業が寄付をすると税額控除される仕組み。 
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３  頻発する災害への対応  

（1）災害時に配慮を要する人を支える地域づくりの推進 

■現状と課題 

近年、大規模な自然災害が全国的に頻発しており、本県においても、平成 28（2016）年の

熊本地震や平成 29（2017）年７月の九州北部豪雨、令和２（2020）年７月豪雨などにより被

害が発生しています。 

また、南海トラフを震源とする巨大地震については、今後 30年以内の発生確率が 80％程

度とされており、地震津波被害想定調査（平成 31（2019）年３月）によれば、早期避難率が

低い場合、死者が約２万人発生することが想定されています。 

平成 23（2011）年に発生した東日本大震災では、犠牲者の半数以上が高齢者であるとと

もに、犠牲となった障がい者の割合も高く、それ以降の令和元（2019）年の台風第 19 号、

令和２（2020）年 7 月豪雨においても、災害における全体の死者のうち 65歳以上の高齢者

の割合が、それぞれ約 65％、79％にのぼりました。このため、本県では、高齢者や障がい

者、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者など、特別な配慮が必要な方々の避難手段の確保

や福祉避難所※１等の避難先の拡充、福祉避難所サポーターの活用、災害ボランティアのネ

ットワーク構築などの対策を進めています。 

 

① 避難行動要支援者対策 

災害が発生した場合、高齢者や障がい者等の「避難行動要支援者」の安全を確保する

ため、日頃から地域において避難行動要支援者の所在や状況を把握し、避難時における

安否確認や避難支援が行えるよう、「避難行動要支援者名簿」の地域関係者への提供が求

められています。 

また、災害時の避難支援を実効性あるものとするためには、名簿情報の作成に加え、

避難行動に支援が必要な方、一人ひとりの具体的な避難方法等を定めた「個別避難計画」

の作成を推進する必要があります。 

加えて、災害発生時には、地域における住民同士の助け合いが重要になることから、

自主防災組織による要配慮者が参加した避難訓練の実施や意識啓発の活動など、平時か

らの取組が求められます。 

 

② 避難所等における福祉的支援 

大規模災害が発生した場合には、避難生活が長期間にわたることも想定され、より身

近な場所で安心して避難できるよう、「福祉避難所（福祉避難スペース※２を含む）」の拡

 
※１ 福祉避難所：一般避難所での生活が困難な、高齢者や障がい者、乳幼児等の特に配慮

を必要とする避難者を対象として設置される避難所のこと。施設がバリアフリー化さ

れ、相談等の支援体制が整備されていることを基準として、社会福祉施設等を中心に、

市町村が指定する。 
※２ 福祉避難スペース：主に福祉避難所の設置が困難な地域において、一般避難所内に設

置される要配慮者専用の避難スペースのこと。福祉避難室とも呼ばれる。 
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充が求められています。 

「災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）」は、公民館などの一次避難所における避難者の福

祉ニーズの把握や相談対応を行い、健康状態が心配され、二次避難先の確保が必要な高

齢者等についてはスクリーニングにより、福祉避難所など適切な避難場所につなげる役

割を担うものです。そのため本県では、関係団体・法人の協力を得て、平成 30（2018）

年 12月に大分県災害派遣福祉チームを発足しました。併せて、福祉避難所のマンパワー

が不足する場合に備えて、介護の実務経験者等を「福祉避難所サポーター」として登録

し派遣する仕組みを構築しています。 

また、平時から関係団体間において情報共有や意見交換を行うことにより、災害時の

支援調整の円滑化を図ることを目的に、令和３（2021）年２月に災害福祉支援ネットワ

ークを立ち上げました。 

さらに、令和６（2024）年１月に発生した能登半島地震では、協定福祉避難所の損壊

や断水・停電、施設職員の被災に伴う人員不足等により、開設が進まなかった地域があ

ったことから、開設の実効性確保に向けた取組も求められています。 

加えて、南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、本県では「災害時備蓄物資等に

関する基本方針」を定め、発災直後から３日間、避難者が最低限必要とする主食、副食、

飲料水、毛布のほか、高齢者や障がい者、乳幼児などの要配慮者が必要とする物資とし

て段ボールベッドや紙おむつ（小人用、大人用）、粉ミルク等を備蓄しています。 

 

【大分県災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）登録状況】（令和５（2023）年 11月時点） 

地域 登録人数 協定締結法人数 

東部 42 10 

中部 76 20 

南部 16 3 

豊肥 26 5 

西部 34 5 

北部 69 10 

合計 263 53 

  ※大分県調べ 

 

③ 被災者の自立・生活再建の支援 

災害ボランティアセンターは、現地市町村社会福祉協議会が中心となり、市町村や商

工団体、自治会、ＮＰＯ等の支援を受けて設置・運営されています。迅速かつきめ細か

な支援活動を行うため、平時から災害ボランティアネットワーク協議会を通じて地域に

おける各種団体との連携・協力を推進しています。 
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また、市町村が主体となって被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別

の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、

当該課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立・生活再建が進

むようマネジメントする取組である「災害ケースマネジメント」の推進が求められてい

ます。 

 

■施策の方向 

① 避難行動要支援者対策 

（ⅰ） 「避難行動要支援者名簿」が災害時に活用できるよう、避難行動要支援者本人や

家族の同意を得ながら、名簿情報の自主防災組織や消防団などの避難支援等関係者

への提供を推進するとともに、市町村と連携して「個別避難計画」の作成を促進しま

す。 

（ⅱ） 九州北部豪雨災害などでの教訓を生かして、地域の日常的な見守りや支え合い体

制に基づき、災害時に配慮を要する人の避難行動や避難生活の支援の仕組みづくり

や支援者の確保を市町村や社会福祉協議会、自主防災組織と協働して推進します。 

（ⅲ） 災害時における避難行動が重要となることから、早期避難の意識啓発と併せて自

主防災組織による要配慮者が参加した避難訓練の実施を支援します。 

 

② 避難所等における福祉的支援 

（ⅰ） 避難行動要支援者が安心して避難できる福祉避難所 （福祉避難スペースを含む。）

の確保に向けて、市町村による取組を促進します。 

（ⅱ）令和３年の災害対策基本法の改正に伴い、一般避難所での生活が困難な要配慮者が

福祉避難所へ直接避難ができるようになったことから、受入対象者の特定に留意し

｢指定福祉避難所｣の指定の拡充を促進します。 

（ⅲ） 災害時における福祉的な支援の円滑化のため、平時より行政、医療保健福祉関係

者、災害支援団体等との相互の連携、情報の共有化を図ります。また、災害派遣福祉

チーム（ＤＷＡＴ）や福祉避難所サポーターの機能強化を図るため、派遣体制の充実

に向けた協定締結法人の確保やチーム員のスキルアップ研修を実施するとともに、

福祉避難所の開設訓練や、地域の社会福祉法人等が主体的に施設や職員を相互に活

用する仕組みづくりなど実効性の確保に向けた取組を支援します。 

（ⅳ） 高齢者や障がい者、乳幼児などの要配慮者をはじめ、災害時に避難者が必要とす

る物資の提供を受けられるよう、計画的な物資の備蓄を実施します。 

 

③ 被災者の自立・生活再建の支援 

（ⅰ） 災害発生時に災害ボランティアセンターを迅速に設置するとともに円滑に運営す

るため、リーダーの養成やスタッフの育成を図ります。 
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（ⅱ） 災害時の対応について、県災害ボランティアセンター支援ネットワーク連絡協議

会で情報交換を行うとともに、県・市町村災害ボランティアセンターの運営に関する

研修や市町村ごとの災害ボランティアネットワークの強化を図ります。 

（ⅲ） 各市町村の災害ボランティアネットワークの強化を推進し、災害発生時の被災者

支援に取り組むＮＰＯ・ボランティアの活動を促進します。 

（ⅳ） 市町村の災害ケースマネジメントの取組を推進するため、県内での連携体制の構

築を図るとともに、研修や人材育成の支援を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

ＤＷＡＴ協定締結法人数 ５３法人 １００法人 
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取組事例②：大分県災害派遣福祉チーム（大分ＤＷＡＴ） 

 

 本県では、大規模災害発生時に一次避難所等で、高齢者や障がい者、乳幼児等の要配慮

者に対する支援を行うため、平成 30（2018）年 12月に大分県災害派遣福祉チームを発足

しました。県内の社会福祉施設等で勤務している介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門

員などの資格をもった方々がチーム員として登録されています。 

 

平時は、チーム員のスキルアップや知識向上を目的とした研修や、県・市町村が行う避

難所運営訓練への参加を通して、保健医療福祉の関係団体との連携強化に取り組んでい

ます。 

 

 令和５（2023）年７月に発生した豪雨災害では、17日間で全 29人を日田市へ派遣し、

避難者の相談支援や避難所の環境改善等を実施しました。また、令和６（2024）年１月に

発生した令和６年能登半島地震でも、16日間で全 12人を石川県珠洲市へ派遣し、避難所

を巡回して要配慮者への相談支援に取り組みました。 

 

令和６年能登半島地震における活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健師と避難所を巡回し要配慮者への   ・保健師チームとの情報共有 

相談支援を実施 
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取組事例③：防災見守りマップを活用した災害時要配慮者対策【九重町】 

 

近年、頻発する豪雨災害等において、高齢者や障がい者などの災害時要支援者への被害

が集中していることから、県内市町村では避難等において支援が必要な避難行動要支援

者の「個別避難計画」の作成に取り組んでいます。 

 

このような中、九重町では、町内６８行政区において地域の特性に合わせた「防災・見

守りマップ」を作成しています。防災・見守りマップは、災害時の危険箇所や避難所、地

域で見守りが必要な人の状況などを記入したもので、地域の人と一緒につくり上げるこ

とが特徴です。これにより、自分が住んでいる地域について、災害時の危険箇所の確認や

避難のタイミングについて理解を深めるとともに、地域にどのような人が暮らしている

かの情報を共有することができ、日頃からの支え合いについて考える契機にもなってい

ます。 

 

また、個別避難計画と防災・見守りマップを連動させ、地区住民が協働して個別避難計

画に沿った避難訓練を実施するなど、実効性の確保に向けた平時からの取り組みを推進

しています。 
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第２節  多機関が協働した相談支援体制の整備  

１  包括的な相談支援体制の整備  

（1）複合的課題に対応する相談体制の整備 

■現状と課題 

令和３（2021）年施行の改正社会福祉法により、市町村全体の支援機関・地域の関係者が

受け止め、つながり続ける相談支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない

相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施する重層

的支援体制整備事業が創設されました。こうした事業の活用などにより、住民に身近な日常

生活圏域において、生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制を整備するとともに、

市町村圏域においては、地域の相談支援機関が把握した課題のうち、複雑化・複合化した課

題に対応できる、多機関の協働による総合的な支援体制づくりが必要となっています。 

 

■施策の方向 

複合的課題を早期に発見し適切な対応を行うためには、介護や障がい、子育て等の分野が

またがる相談であっても、まずは日常生活圏域の相談支援機関で相談を受け止め、必要に応

じて適切な機関につなぐ体制を構築するとともに、相談者本人だけではなく、相談者の家族

や世帯の状況も把握し、予防的な対応を行う必要があります。 

 

① 「地域包括支援センター（高齢者・介護）」や「相談支援事業所（障がい者）」、「子育て

支援拠点」など、地域に密着した相談支援機関を、複合的課題を抱えた方の支援の入り口

として、市町村や市町村社会福祉協議会、「生活困窮者自立相談支援機関」や「こども家

庭センター」等とも連携し、出口支援を行う包括的な支援ネットワークの構築を市町村と

連携しながら進めていきます。 

 

② また、複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない人や支

援につながることに拒否的な人に支援を届け、地域住民の潜在的な課題を早期に把握し、

適切な支援へと導くため、相談支援機関と民生委員・児童委員が行う訪問活動等が連携し

たアウトリーチ※１ 型の相談体制の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 
※１ アウトリーチ：援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人々に対

して、公共機関などが訪問等により積極的に働きかけて支援の実現をめざすこと。 
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■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

すべての住民を対象にした

アウトリーチ支援体制が整

備されている市町村の数 

８市町 １８市町村 

 

 

（2）多機関の協働による総合的な支援体制の整備 

■現状と課題 

地域包括支援センターなど、地域に密着した相談支援機関で受けた相談や把握した課題

について、他機関へのつなぎや、支援機関同士の情報共有だけでは解決が困難な、複雑化・

複合化した生活課題については、多機関が協働し、アセスメントに基づいた適切な支援を提

供するとともに、状態の変化等に応じた伴走型の支援を行う必要があります。 

 

■施策の方向 

① 福祉、医療、住宅、司法、教育など、本人や世帯を取り巻く支援関係者が参加し、専門

的な見地から状況を分析し、処方箋となるプラン（支援計画）を作成するための会議体（重

層的支援会議など）設置の取組が必要です。 

こうした多分野・多機関協働の中核を担う会議体（重層的支援会議など）設置の動きは、

県内でも始まっており、今後、市町村と連携しながら、県内全域に取組を拡大していきま

す。 

 

② 包括的な相談支援体制を構築していくためには、制度ごとに設けられた相談支援機関

を包括的・総合的にコーディネートできる人材が必要となることから、こうした役割を担

う「相談支援包括化推進員」の養成に取り組んでいきます。 

 

③ 地域や社会とのつながりが希薄になっている個人や世帯を、地域につなぎ戻し、包摂的

な地域社会を実現していくためには、専門職が継続的に伴走型の支援を行うことが求め

られることから、こうした支援を行うことのできる人材の育成にも取り組んでいきます。 
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取組事例④：重層的支援体制整備事業実施例【中津市】 

 中津市では、各分野の相談支援機関のみでは解決が困難な個人や世帯が抱える複合的

な課題への対応を多機関協働で検討するため、支援連携会議を月１回のペースで開催し

ています。 

 

 支援連携会議では、情報共有のみならず、複合的な課題を多様な視点から掘り下げるこ

とにより、単独の機関では検討が難しかった支援の方向性が導かれるほか、議論を通じた

関係者のスキルアップにも繋がっています。 

 

 また、地域で孤立しがちで社会参加の機会が乏しい方に対して、ニーズを把握のうえ、

コーディネートやマッチングによる就労支援を行う「就労支援アドバイザー」の配置や、

フードパントリーなどを通じた声かけや相談対応を行うなど、困難を抱える人が社会と

つながるための取組も行っています。 
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取組事例⑤：重層的支援体制整備事業実施例【杵築市】 

 

杵築市では、平成 28（2016）年度から介護保険制度における地域ケア会議の手法を他

の保健福祉分野（子ども、障がい児・者、生活困窮者など）にも適用した、全世代型の地

域ケア会議を月 1回開催しています。 

 

また、属性を問わない相談支援にいち早く取り組み、令和２（2020）年４月に全世代対

応型包括支援センター「まるっと」を立ち上げ、誰からの相談も受け止める体制を構築し

ました。 

 

 令和４（2022）年からは重層的支援体制整備事業を実施し、「まるっと」において受け

止めた相談者のニーズと地域資源の間を調整して社会参加に向けた支援を行っていま

す。加えて、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難

しい人に対しては、アウトリーチ等を通じた継続的支援を行うなど、相談者に寄り添い、

伴走する支援体制の構築を進めています。 
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２  関係機関･団体等の役割  

（1）社会福祉協議会の役割 

■現状と課題 

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置された民間の社会福祉活動を推進すること

を目的とした非営利の民間組織です。 

民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育な

ど関係機関の参加・協力を得ながら、地域の人びとが住み慣れた地域で安心して暮らすため

に様々な活動を行っています。 

 

① 大分県社会福祉協議会は、生活福祉資金※１貸付や日常生活自立支援事業※２など、生活

に関する困りごとを抱える方の支援を行っています。 

また、福祉関係者に対する専門的な研修の実施や福祉サービスの苦情解決、第三者評価

の実施など、福祉サービスの質の向上にも取り組んでいます。 

さらには、こども食堂等のこどもの居場所づくりや、災害時に備えたボランティアネッ

トワークづくり、福祉教育の推進、福祉の仕事に関する求人・求職情報の提供を行うなど、

県域での地域福祉の充実を目指した様々な活動を行っています。 

 

② 市町村社会福祉協議会は、地域において社会福祉に関する事業の企画や実施を行うと

ともに、住民が社会福祉活動へ参加するための援助を行う団体として位置づけられてい

ます。 

地域のボランティアと協力し、高齢者や障がい者、子育て中の親子が気軽に集える「サ

ロン活動」を進めているほか、生活困窮者の相談・支援やボランティア活動に関する相談

や活動先の紹介、小中学校等における福祉教育の支援など、各社会福祉協議会が地域の特

性を踏まえ、創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。 

また、災害が発生した際には、災害ボランティアセンターを開設し、ボランティアの募

集や受入、派遣調整等の被災者支援を行っています。 

 

■施策の方向 

① 大分県社会福祉協議会が、その役割を適切に果たすために必要な支援を行うとともに、

市町村と連携して、市町村社会福祉協議会に対する支援を行います。 

 

 
※１ 生活福祉資金：低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その

在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度。県社会福祉協議会を実

施主体として、県内の市町村社会福祉協議会が窓口となって実施している。 
※２ 日常生活自立支援事業：認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能

力に不安を抱える方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づ

き、福祉サービスの利用援助やそれに伴う金銭の管理等を行う。 
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② 県・市町村社会福祉協議会が円滑に活動できるよう、県民や企業、関係機関・団体の理

解促進を図るため、両協議会の活動状況等の広報に取り組みます。 

 

（2）地域の相談支援機関の役割 

■現状と課題 

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや、障がい者相談支援事業所、地域子

育て支援拠点、隣保館などの相談支援機関は、地域住民にとって、生活の困りごとを気軽に

相談できる、最も身近な支援拠点です。 

こうした地域に密着した相談支援機関が、その役割と機能を十分に発揮し、必要に応じて

他の相談支援機関と連携ができるよう支援する必要があります。 

 

① 「地域包括支援センター」は、介護保険制度や権利擁護等、高齢者に関する各種相談を

幅広く受けて支援につなげるほか、医療･介護･介護予防･住まい･生活支援等のサービス

を一体的に提供する地域包括ケアシステムの中核機関としての役割が期待されています。 

 

② 「障がい者相談支援事業所」や「障がい児相談支援事業所」は、障がいのある人の相談

に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画を作成するなど

の支援に取り組んでいます。 

 

③ こどもルームや子育て支援センター等の「地域子育て支援拠点」は、乳幼児の遊びを見

守りながら、親同士が交流したり、施設のスタッフがこどもの発達や子育ての悩みについ

ての相談に応じたりするなど、子育てに関する身近な支援拠点となっています。 

 

④ 「隣保館」は、地域社会の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれ

たコミュニティセンターとしての役割を担っており、生活相談事業や人権課題の解決の

ための各種事業を総合的に行っています。 

 

■施策の方向 

① 地域住民が、生活の困りごとを日常生活圏域において気軽に相談できるよう、県や市町

村のホームページ、広報誌などにより「地域包括支援センター」などの相談・支援機関に

関する情報の提供に努めます。 

 

② 相談支援機関の機能の強化を図るため、職員に対する専門性を高めるための研修を引

き続き実施します。 

また、地域住民が抱える生活課題が多様化・複合化していることから、こうした課題に

対応するための研修を実施します。 
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（3）地域福祉団体の役割 

■現状と課題 

地域共生社会を実現していくためには、本計画の基本理念に掲げた「誰もがともに支え合

う地域」を構築していく必要があります。 

そのためには、行政による「公助」や社会福祉協議会、社会福祉法人等の「共助」だけで

はなく、老人クラブや愛育班など住民自らが主体的に関わる地域の「互助」組織の役割が重

要となります。 

 

① 「老人クラブ」は、地域を基盤に、ひとり暮らし高齢者等を対象とする食事会の開催や、

空き店舗を活用した高齢者向け店舗の運営など、高齢者の健康保持や介護予防、相互の支

え合い、住みよい地域づくりなどの活動に取り組んでいます。 

 

② 「愛育班」は、地域のこどもから高齢者まで全ての人を対象に、声かけや見守りを行う

ほか、交流会の開催などを通じて地域のつながりを深める活動を行っています。 

 

■施策の方向 

① 老人クラブ 

（ⅰ） 高齢者の健康づくり・介護予防支援のほか、見守り・安否確認、交流の場づくり

や多様な生活支援など、高齢者の在宅生活を支える老人クラブ活動の取組を促進し

ます。 

（ⅱ） 老人クラブ加入率の向上に向けた普及啓発や休会・解散クラブの活動再開、若手

高齢者の加入促進、自治会や他団体との連携などによりクラブの活性化を促進しま

す。 

（ⅲ） 老人クラブが行う地域支え合いの仕組みづくりや、県・市町村老人クラブ連合会

が行う老人クラブ活動の推進などの取組を支援します。 

 

② 愛育班 

活動の中心である声かけや見守りを通じて、地域に根ざした健康づくりの取組が推進で

きるよう支援するとともに、地域の状況に応じて愛育班活動が継続できるよう支援します。 

 

（4）社会福祉人材の確保・育成 

■現状と課題 

少子高齢化の進展等により、今後とも県民の福祉サービスに対するニーズの増大が見込

まれることから、介護施設や障がい福祉サービス事業所、児童福祉施設などで働く人材の確

保が重要な課題となっています。 
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しかしながら、福祉の職場は、職務内容に比べ、賃金水準が他業種と比較して低い等の理

由により、他職種に比べて有効求人倍率※１や離職率が高いなど、人材の確保と定着は厳し

い状況にあります。 

そのため、福祉職場への就職を目指す若者はもとより、離職した中高年齢者の再就職、外

国人人材など幅広い人材の参入促進とともに、処遇改善や業務効率化・負担軽減などの職場

環境改善の取組により、職場への定着促進を図る必要があります。人材育成や職場環境の改

善など、介護職員のやりがいと働きやすさを追求する事業者の取組を「見える化」し、周知

するため、本県では令和４（2022）年度に「おおいた働きやすくやりがいのある介護の職場

認証制度（ふくふく認証）」を創設し、令和６（2024）年度からは障がい分野にも拡大しま

した。 

また、福祉サービス利用者が必要とする支援の内容も、多様化・高度化している状況にあ

ることから、より専門性の高い福祉サービスの提供や、利用者本位の質の高い福祉サービス

を提供できる人材を養成する必要があります。 

 

■施策の方向 

① 人材の確保 

働きやすくやりがいのある職場づくりを積極的に行う事業者の認証やその優れた取組

をＰＲするなど、福祉サービス職の魅力を発信するとともに、福祉人材センター※２ や大

学等と連携し、学生や他分野からの離職者などに対する職場体験や就職説明会の開催、

福祉人材無料職業紹介などにより、人材の確保を図ります。 

また、福祉職場におけるロボット・ＩＣＴの導入等による業務効率化や負担軽減を図

り、職場環境を改善する取組を支援し、職場への定着促進を図ります。 

 

② 人材の育成 

認知症介護の質の向上を図るための介護サービス従事者の研修のほか、障がいの特性

を正しく理解し、特性に応じた質の高いサービスを提供するための従事者の養成や資質

の維持・向上のため研修等を実施し、福祉サービス人材の知識・技術の向上を図ります。 

また、保育や子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する人に対しては、知

識や技能等を習得するための研修を充実します。 

 

 

 

 
※１ 有効求人倍率：有効求職者数に対する有効求人数の割合で、雇用動向を示す重要指標

のひとつ。有効求人数を有効求職者数で割って算出し、倍率が高ければ人を探している

企業が多く、低ければ仕事を探している人が多いことを示す。 
※２ 福祉人材センター：福祉・介護人材の確保と資質の向上を図るため、福祉・介護関係

の求人・求職の紹介斡旋、情報提供、人材確保に関する実態調査などを行う機関。大分

県社会福祉介護研修センター内に設置している。 
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■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

大分県認証評価制度 

「ふくふく認証」認証法人

数 

１６法人 １１０法人 

 

（5）社会福祉事業の質の確保 

■現状と課題 

高齢化の進行等により社会福祉施設や介護サービス事業所が増加する中、運営等に問題

がある社会福祉施設等が一部見受けられます。 

県民が安心して社会福祉施設等を利用できるよう、法律等に基づく適正な運営を確保す

るため、社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査を実施しています。 

福祉サービス第三者評価は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するために、保育所や

指定介護老人福祉施設、障害者支援施設、社会的養護施設などにおいて実施される事業につ

いて、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。 

この第三者評価は、事業者が、自らが提供しているサービスを見直し、向上させるための

きっかけとなるとともに、福祉サービスを利用する方が、事業者を選択する際の参考にもな

ります。そのため本県では、福祉サービス第三者評価推進組織を設置し、事業者に対する受

審メリットの周知に取り組んでいます。 

また、社会福祉事業の質を利用者の視点で向上させるためには、第三者委員の設置など、

苦情や意見の申し出がしやすい環境づくりが大切です。 

そのため、苦情等の申し出がサービス改善に繋がるよう、大分県社会福祉協議会が実施す

る苦情解決担当者に対する研修を支援するなど環境整備に努めています。 

 

■施策の方向 

① 指導監督 

社会福祉施設等の運営の適正化とサービスの質の向上を図るため、厳正かつ効果的な

指導監査を実施します。 

 

② 第三者評価 

（ⅰ） 福祉サービス事業所に対する、大分県福祉サービス第三者評価事業推進委員会に

よる第三者評価の周知や啓発を推進するとともに、適切な評価が実施できるよう努

めます。 
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（ⅱ） 福祉サービスを利用する方が第三者評価の受審結果を容易に入手できるよう、県

のホームページや WAM NET※１ 等での情報公開を進めます。 

 

③ 苦情解決 

利用者や家族の視点に立ち、第三者委員会を設置するとともに、ご家族等からの苦情

や意見がサービス改善や虐待の早期発見に繋がるようにするため、福祉サービス事業所

職員を対象として大分県社会福祉協議会が行っている研修を推進します。 

  

 
※１ WAM NET(ワム・ネット)：独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療関連

の情報を総合的に提供するポータルサイトの名称 
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第３節   社会とのつながりづくり 

■現状と課題 

人口減少・少子高齢化・核家族化の進行に伴い、単身世帯や単身高齢者の増加といった世

帯構造が変化し、家族や地域などにおける人と人との「つながり」が希薄化する中で、一人

ひとりが生きがいや役割を持って暮らすことのできる地域共生社会を実現していくために

は、「社会とのつながりづくりのための支援」が必要です。 

 社会とのつながりのための支援は、本人や世帯が、地域や社会との関わり方を選択し、自

らの役割を見出すために様々なつながりを確保することを目的としたものが望まれます。 

 

１   多様化する生活課題への対応  

（1）生活困窮者等に対する支援 

■現状と課題 

社会経済の構造的な変化による安定的な雇用の減少や、新型コロナウイルス感染症の影

響による失業や減収等に加え、近年の物価高騰の影響などにより、生活が困窮している世帯

が増加しています。 

同時に、少子高齢化・人口減少に伴い、過疎化や核家族化が進むなど、地域社会を取り巻

く環境が大きく変容する中、ダブルケアやヤングケアラー、８０５０問題など、世帯の抱え

る課題が複雑化・複合化するとともに、周囲が気づきにくい孤独・孤立の問題が身近な地域

にも現れてきています。 

また、「貧困の根絶」や「すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」こと

は、ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)においても目標に掲げられており、発展途上国のみなら

ず、先進国においても取り組むべき普遍的な課題に位置付けられています。 

「働きたくても働けない」、「住む所がない」など、生活に困窮する人の多くは、失業や精

神疾患などの体調不良、社会的孤立、子育てに対する不安など、様々な課題を複合的に抱え

ており、こうした方々の自立の促進を図るためには各々の事情に応じて、段階に応じた包括

的な支援が必要です。 

 

① 生活困窮者への支援 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対

して、生活保護に至る前の段階での自立支援策の強化を図るため、生活困窮者自立支援

法が 平成 27（2015）年４月に施行されました。早期に、個々の状況に応じて包括的かつ

継続的な支援を行い、自立の促進を図るため、各市町村に総合相談窓口（自立相談支援

機関）が設置されるとともに、地域の実情に応じた任意事業が実施されています。 
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生活に困窮している人の自立に向けては、アセスメントをしっかり行った上で、本人

の意欲や適正に応じた支援計画（プラン）を作成する必要があります。 

また、生活基盤の安定が重要であることから、就労に向けた支援の強化が課題となっ

ています。 

 

② ひとり親家庭への支援 

令和３（2021）年の全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯は 119.5万世帯あり、

就業者の半数近くが非正規雇用となっており、経済的に非常に不安定で貧困の状況にあ

ります。 

ひとり親家庭の親については、就業率が高いものの、非正規の割合が高く経済的に不

安定なことから、より収入の高い就業を可能にするための支援が必要です。 

また、ひとり親家庭の特徴として、子育て、生計、家事の役割を一人で担っているた

め、こどもや親自身、日常生活のことなどで様々な困難や悩みを抱えていますが、相談

相手が少なく社会的に孤立傾向にあることから、課題の解決に向けたきめ細かな支援の

必要性が高まっています。 

 

③ 困難な問題を抱えるこどもへの支援 

こどもの貧困率は 11.5％（※）と、約９人に一人が貧困状態にあることから、こども

の貧困対策は国や地方公共団体が喫緊に取り組むべき社会的課題となっています。 

また、経済的な問題だけでなく、経済困窮により発達の諸段階において様々な機会が

奪われ、人生全体に深刻な不利をもたらすことや、保護者の生育歴における不利・困難

な状況がこどもに受け継がれる「貧困の連鎖」も大きな問題として考えられています。 

※令和 4（2022）年国民生活基礎調査 

 

④ ヤングケアラーへの支援 

住民に身近な市町村を中心に、多機関が連携・協働して支援が必要なこどもを早期に

発見し、必要な支援につなげることが重要です。これまで市町村や県・市教育委員会と

ともに、家事や家族の世話を日常的に行うことで生活に支障をきたし、支援を必要とす

るヤングケアラー支援のための周知啓発、市町村における支援体制の構築を進めてきま

した。 

令和３（2021）年度に本県が実施した実態調査では、ヤングケアラーが千人程度いる

と推計され、令和４（2022）年度から電話とＳＮＳによる専門相談窓口の開設や児童・

生徒への相談カードの配布による周知に努めてきました。また、令和５（2023）年度か

ら県庁に配置した専門アドバイザーによる働きかけの結果、全市町村で相談窓口が設置

されるとともに、学校現場での気付きを促すための研修会にも取り組んできました。 

こうした中、コロナ渦後の状況を把握するため、県内の小学５年から高校３年まで８

学年の全児童生徒約７万９千人を対象として、令和６（2024）年度に３年ぶりの実態調



第４章 計画の具体的取組 

50 

 

査を実施しました。その結果、ヤングケアラー状態の児童生徒が県内で少なくとも約

2,100 人いると推計され、そのうち誰にも相談をしたことがない児童が約半数いること

が判明しました。市町村や学校など周りが気づき、支援につなげる体制の構築が求めら

れています。 

 

⑤ 障がい者への支援 

全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら、誰もが安心して心豊かに暮らせる大分県づくりに資するため、障がい

者の自立や社会参加の支援等のための施策を展開する必要があります。 

特に、障がい者が地域で自立した生活を送ることができる社会の実現のためには、障

がい特性や能力に応じて可能な限り就労し経済的な基盤を確立することが必要です。 

関係機関とも連携して雇用の促進に取り組んでいますが、身体障がい者に比べて雇用

が遅れている精神・知的障がい者の雇用促進と就職後の定着支援が課題となっています。 

また、企業などでの一般就労が困難な障がい者が働く就労継続支援事業所などの福祉

的就労の場においては、事業所が共同で受注できる体制の整備のほか、優先調達や農福

連携の推進など、多様な就労機会の確保に向けた取組を進めていますが、さらなる就労

機会の確保や工賃の向上が課題となっています。 

 

⑥ 住宅確保要配慮者への支援 

高齢者や障がい者などが民間賃貸住宅への入居を希望しても、孤独死や病気等の懸念

から入居を断られる場合があり、住まいの確保やその後の暮らしの支援が課題となって

います。子育て世代や低所得者においても同様の状況です。 

こうした「住宅確保要配慮者」が、安心して暮らせる住まいの確保と暮らしの支援を

目的とする居住支援機能の強化が求められています。 

 

■施策の方向 

① 生活困窮者への支援 

（ⅰ） 生活困窮者自立支援法に基づく相談支援体制について、地域のニーズを踏まえ、

生活困窮者自立支援機関と地域包括支援センターや消費相談窓口、指定相談支援事

業所等様々な関係機関・団体との支援体制を構築するとともに、地域間で支援内容の

格差が可能な限りなくなるよう、市町村の取組を支援します。 

（ⅱ） 就労準備支援事業や中間的就労の場の拡大を図り、対象者に応じた段階的な就労

訓練の環境整備に取り組みます。 

 

② ひとり親家庭への支援 

（ⅰ） ひとり親家庭が、自ら進んで生活の安定と向上を図り、自立した生活を営めるよ

うな支援体制を確立し、ひとり親家庭の親子の健康で文化的な生活が実現する社会
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づくりを推進するため、「大分県ひとり親と困難な生活環境にある子どもの支援計画」

に基づき、施策を実施します。 

（ⅱ） ひとり親家庭の自立を促進するため、就業相談から求人情報の提供、職業あっせ

んまで一貫した就業支援サービスを提供するとともに、就職を容易にするために必

要な資格を取得できるよう支援します。 

 

③ 困難な問題を抱えるこどもへの支援 

（ⅰ） こどもの現在及び将来がその生まれ育った家庭の事情等によって左右されること

のないように、全てのこどもたちが夢と希望を持って成長していけるよう、「こども

の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」等に基づき、施策を実施します。 

（ⅱ） こどもの居場所としての「こども食堂」は令和６年６月末現在、県内では 137か

所まで広がり、食事以外にも学習支援や多世代交流に取り組むなど、実施内容も多様

化してきており、地域の人々の居場所としての役割も果たしつつあります。 

今後も市町村と連携して、こども食堂の新規開設や機能強化の支援を行うととも

に、養育環境等に課題を抱えるこどもの早期発見や早期支援につなげるため、「おお

いたこども食堂ネットワーク」等の関係機関との連携を推進します。 

 

④ ヤングケアラーへの支援 

（ⅰ） ヤングケアラーなど支援を必要とするこどもの早期発見や適切な支援につなげる

ための周知啓発のさらなる強化を図ります。 

   教職員や介護事業所などの関係機関を対象にした気付きを促すための研修を県内

各地で実施し、気付きの視点と支援へのつなぎなどを学んでもらい、ヤングケアラー

のみならず家族全体を包括的に支援する体制の構築に取り組んでいくとともに、関

係機関のさらなる連携強化を図っていきます。 

（ⅱ） 困りを抱えるこどもや家庭にいち早く気づく大人を増やすために市町村や学校な

ど関係機関との連携強化とともに、市町村を中心とした早期支援を実現する支援体

制を充実し、食事の提供や学習支援など家庭訪問を通じてこどもの状況把握を行う

体制の整備を進めていきます。 

 

⑤ 障がい者への支援 

（ⅰ）障がい者が安心して心豊かに暮らせる大分県づくりに資するため「大分県障がい者

計画（第２期）」に基づき、多様な就労機会の確保と福祉的就労の充実、芸術文化・

スポーツ活動の振興等を通じた社会参加を促進し、障がい者の活躍と生きがいづく

りを幅広く後押しします。 

（ⅱ） 県内６か所に設置した「障害者就業・生活支援センター」を拠点として、雇用、

保健、福祉、教育等の関係機関と連携しながら、就業面と生活面における一体的な支

援を行うとともに、障がい者雇用アドバイザーが企業等を訪問し、障がい特性に応じ
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たマッチング支援や職場定着支援などの取組を強化することにより、障がい者雇用

を促進します。 

（ⅲ） 障害者優先調達推進法に基づき、県、市町村からの優先調達を推進するとともに、

民間企業に対しても、障がい者就労施設等からの物品・サービスの積極的な発注を働

きかけます。 

（ⅳ） 農業に取り組む障がい者就労施設にアグリ就労アドバイザーを派遣し、栽培技術

の向上や販路拡大を図るとともに、農作物や加工品を販売するマルシェを開催する

など農福連携の取組を推進します。 

 

⑥ 住宅確保要配慮者への支援 

（ⅰ） 高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者が安心して住み続けられる住まいの確保

と暮らしの支援を推進するため、不動産関係団体、居住支援法人等及び地方公共団

体で構成される大分県居住支援協議会において協議を行います。 

（ⅱ） 市町村ごとに、不動産関係団体、社会福祉協議会、地域包括支援センター、社会

福祉法人、居住支援法人、大学、地域住民等で構成される居住支援協議会の設立を

支援することで、住まいや暮らしに関するワンストップの相談対応及び支援の実施

を推進します。 

 

■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

自立支援計画（プラン）作成

者のうち、自立に向けて改

善が見られた者の割合 

９３．４％ ９５．０％ 

市町村ごとの居住支援体制

の整備数 
５市町 １８市町村 
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取組事例⑥：居住支援協議会による住まいと暮らしの支援 

 

高齢者、障がい者、生活困窮者、子育て世帯、ＤＶ被害者、外国人、刑余者等の住宅確

保要配慮者と呼ばれる方々の安定した住まいの確保と、その後の見守りや就労支援、生活

支援等について、県内市町村ごとに、専門職や各種団体、行政が連携し、ワンストップの

相談支援の場として居住支援協議会の設立が進んでいます。 

 

県内最初の設立となった竹田市居住支援協議会では、地域住民や空き家や賃貸住宅の

オーナー向けセミナーを開催し、支援者拡大へ取り組んでいます。また、空き家となった

料亭を地域に開かれた女性向けのシェアハウスとして改修し、住まいと暮らしの提供を

実施しています。 

 

豊後大野市居住支援協議会では、「くすのきハウス」と呼ばれる空き家を活用したシェ

アハウスにより、要配慮者の方々の住まいの確保と生活支援を併せて提供し、自立へ向け

た支援を行っています。また、大学と連携した空き家利活用へ向けた実態調査や地域の外

国人が集まるイベント開催などにより孤立化・孤独化対策も実施しています。さらには、

清川町支え合いのまちづくり仕掛人会では地域住民が主体となり、地域に住むあらゆる

住民が安心して暮らしていくための仕組みづくりとして、ミニデイやカフェ、大人食堂

等、誰もが気軽に立ち寄れるサードプレイスづくり等も行っています。 

 

また、広く県民への理解醸成、啓発・普及を目的として、令和６（2024）年 10月 31日

～11 月 1 日に、「居住支援九州サミット in べっぷ」を開催し、先進的な居住支援協議会

や法人による支援実例の発表や専門家や国等による講演、実践者によるパネルディスカ

ッション等を行い、居住支援に関する関心が大きく高まっています。 

 

このように居住支援の取組を通じて、１人でも多くの要配慮者の方々への安心な住ま

い・暮らしの確保を行い、誰もが自分らしく生きられる社会を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

   ・竹田市居住支援協議会        ・豊後大野市居住支援協議会 

    市民向けセミナー           くすのきハウス 
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（2）孤独・孤立等への対応 

■現状と課題 

社会構造の変化などにより人と人との「つながり」が希薄化する中、コロナ禍による人と

の接触機会の減少は、孤独・孤立、ひきこもり、自殺など様々な問題を顕在化させ、あるい

は一層深刻化させる契機となりました。 

 

① 孤独・孤立対策 

孤独・孤立の状態となることの予防や孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支

援など行う孤独・孤立対策について、基本理念や地方公共団体等の責務などを定めた孤

独・孤立対策推進法が令和６（2024）年４月に施行されました。今後は国や市町村と連携

しながら効果的な支援を行うことが求められています。 

 

② ひきこもり対策 

家族以外との人間関係がなく、社会参加をしていない「ひきこもり」状態の人は全国で

約 146万人にのぼると推計されています。そのうち中高年の割合も高く、長期化や高齢化

も大きな課題となっています。こうした、ひきこもり状態にある本人や家族が、身近な地

域での相談や一人ひとりの状況に応じた適切な支援が受けられるよう「ひきこもり地域

支援センター」の体制強化や支援機関のネットワーク構築、身近な場所での相談・支援体

制の充実に取り組む必要があります。 

 

③ 自殺対策 

本県の自殺者数は減少傾向で推移し、令和元（2019）年以降は、ほぼ横ばいとなったも

のの、令和４（2022）年は 169人と、平成元（1989）年以降最少となっています。しかし

ながら、現在もなお、毎年 100人以上の方が、自殺により亡くなっています。 

自殺に至るまでの背景には、健康問題や家庭問題、経済・生活、学校・職場での人間関

係等様々な要因が複雑に関係しています。そのため、保健、医療、福祉、教育、労働分野

その他の関連施策が総合的に推進され、各分野で支援に関わる人々の連携と、身近な人の

気づき、見守り、声かけ等による早期発見・支援ができる地域づくりが必要です。 

 

④ 再犯防止対策 

刑法犯認知件数は全国的に減少傾向にありますが、令和４（2022）年の大分県における

刑法犯検挙者 1,003 人のうち再犯者は 463 人で、再犯者率は 46.2％と依然として高い状

況です。犯罪をした人等には、安定した仕事や住居がない、高齢である、障がいや依存症

がある、十分な教育を受けていないなど、多くの困難を抱え、支援を必要とする者が存在

しますが、実際には、十分な支援が受けられず、犯罪を繰り返してしまうという悪循環が

形成されています。犯罪や非行に陥った人たちの立ち直り支援が課題となっており、令和

６年度から本人の状況や環境等に応じた適切な支援先につなぐ「再犯防止相談窓口」を開
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設しました。引き続き「地域による包摂の推進」の考えのもと、円滑に地域に立ち戻るこ

とのできる社会の構築を目指す必要があります。 

また、犯罪をした人のうち、高齢や障がいを有することにより、自立した生活を営むこ

とが困難で福祉的な支援が必要な人の社会復帰や地域生活への定着支援も必要です。本

県は平成 22（2010）年に大分県地域生活定着支援センターを設置し、矯正施設等を退所

後、自立した生活が難しい高齢者等に対し、受入施設の確保や個別の事情に応じた福祉サ

ービスが利用できるように支援しています。 

 

■施策の方向 

① 孤独・孤立対策 

（ⅰ） 孤独・孤立対策に関し県民の関心を高め、その理解と協力を得るために、国、市

町村や関係団体と連携し、必要な広報・啓発活動を積極的に行います。 

（ⅱ） 孤独・孤立の問題を抱える方の相談支援体制を整備するため、市町村における包

括的な支援体制の整備に向けた支援を行います。 

 

② ひきこもり対策 

（ⅰ） ひきこもり地域支援センターの相談支援機能のさらなる充実や、生活困窮者自立

相談支援機関等の関係機関との連携強化に取り組みます。 

（ⅱ） 潜在的な要支援者の早期発見・早期支援に努めるとともに、複合的な問題に対応

するために多機関による連携やアウトリーチ型の相談・支援体制の充実を図ってい

きます。 

（ⅲ） ひきこもり等の悩みを抱えている方への支援に関する情報を掲載したＷＥＢサイ

ト「このゆびとまれ」の充実及び広報・周知に取り組みます。 

 

③ 自殺対策 

（ⅰ） 「いのち支える大分県自殺対策計画」に基づき、生きることへの包括的な支援と

して推進します。 

（ⅱ） 様々な分野の支援にあたる人々が密接に連携し、一体的に取り組むことで総合的

な対策を展開します。 

（ⅲ） 身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、身近な相談

窓口や精神科医等の専門家につなぎ、見守っていけるよう、実践と啓発を両輪として

推進します。 

（ⅳ） 県、市町村、各種団体、企業、県民等が、連携・協働して、誰も自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指します。 
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④ 再犯防止対策 

（ⅰ） 安全で安心して暮らせる社会を実現するため、「大分県再犯防止推進計画」に基づ

き、市町村とともに国の関係機関や保護司会等の民間団体と連携して再犯の防止に

関する施策を推進します。 

（ⅱ） 犯罪をした人等を地域から排除し孤立させるのではなく、適切な「仕事」や「居

場所」を確保して、責任ある社会の一員となるように支える取組を推進します。 

（ⅲ）地域生活定着支援センターの相談支援機能のさらなる充実や機能強化に取り組み

ます。 

 

取組事例⑦：一般社団法人共生社会実現サポート機構とんとんとん【佐伯市】 

 

佐伯市にある一般社団法人共生社会実現サポート機構（通称:とんとんとん）は、乳幼

児から高齢者まで、障がいがある人もない人も、みんな“ごちゃまぜ”で互いに支え支え

られる共生社会のモデルを目指し、様々な活動を展開しています。 

 

なかまち商店街の店舗で、毎週日曜日に開催さ

れている「とんとんとん広場」は、飲み物やお菓

子などが用意されたカフェでおしゃべりをした

り、「まちなか保健室」として健康面での悩みや福

祉利用などについて相談ができます。また、毎週

日曜に開催されている“食堂” (「とんとんとん

食堂」「まかないお昼ご飯」)は誰でも利用できま

す。 

 

これらの活動の特徴は、医療・保健・介護・福

祉の専門職、認知症のひと、障がいを有する人、

高齢者、高校生、地域のひとなどが“ごちゃまぜ”

で取り組み、それぞれに役割を担うところにあり

ます。食堂のスタッフには、障がいを有する方が、

受付、準備や片付け、調理や給仕などで活躍して

くれることで、活動が成り立っています。 

 

このほかにも、育児・子育て支援や同じ問題を共有する人たちが対等な仲間として支え

合うピアサポート事業など様々な分野で、支える側、支えられる側に分かれるのではな

く、誰もが役割や生きがいを持って活躍できる居場所を提供しています。 
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（3）通院や買い物等移動に困難を抱える人に対する支援 

■現状と課題 

過疎化の進行に伴い、減便や路線の廃止等公共交通の縮小が懸念される中、自家用車の運

転が困難になった高齢者や障がい者等の移動や買い物に対するニーズはむしろ増加するこ

とが考えられることから、地域の実情に応じた支援を推進する必要があります。 

そのため本県では、複数の市町村をまたぐ幹線的な乗合バス路線を運行する乗合バス事

業者に対し、運行費用の一部を助成し、広域的な移動手段の確保・維持に努めていますが、

利用者の減少や乗務員不足により、バス路線の廃止や減便が進みつつあります。 

また、コミュニティバス※１や乗合タクシーの運行等を行う市町村に対し、必要となる費

用の一部を助成し、地域内の移動手段の確保・維持にも努めていますが、幹線的な路線と同

様に利用者の減少やバス・タクシーの乗務員不足により、バス路線の廃止・減便やタクシー

の配車を断るケースが増加しています。 

 

■施策の方向 

① 生活交通の確保・維持 

（ⅰ） 市町村における住民主体の移動支援の仕組みづくりを支援します。 

（ⅱ） 乗合バス事業とタクシー事業の維持のため、乗務員の確保を支援します。 

（ⅲ） 地域における生活交通を確保するため、乗合バス事業者による乗合バスの運行や

市町村によるコミュニティバス等の運行など、公共交通の確保、維持に関する取組を

引き続き支援します。また、コミュニティバスや乗り合いタクシーを補完する移動手

段として、ライドシェア※２の導入についても市町村や交通事業者等と連携しながら

検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ コミュニティバス：公共交通空白地域及び不便地域において、地域住民の移動手段を

確保を目的に地方自治体等が運行するバスのこと。 
※２ ライドシェア：令和６年時点で、タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドラ

イバーを活用した運送サービスの提供を可能とする自家用車活用事業（日本版ライドシ

ェアとも呼ばれる）と、バス事業やタクシー事業によって輸送手段を確保することが困

難な場合、市町村や NPO法人などが、自家用車を活用して提供する自家用有償旅客運送

制度（公共ライドシェアとも呼ばれる）の２種類がある。 
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（4）住民参加型福祉サービス等の推進 

■現状と課題 

少子高齢化が進む本県では、「高齢化集落」が 1,833 集落（令和５（2023）年度末時点）

と、自治区（集落）全体の４割を超えており、今後も増加することが見込まれています。 

高齢化集落などでは、ひとり暮らし高齢者や子育て世帯など、地域で暮らし続けるための

支援を必要としている方がいる一方で、元気な高齢者には、豊富な知識と経験を活かして生

きがいを感じることができる新たな仕組みづくりも必要となっています。 

こうした中、ごみ出しや庭の草取り、こどもの預かり等、公的サービスでは賄えない生活

のちょっとした困りごとを、お互いが気を遣うことなく地域で支え合えるよう有償でお手

伝いする「住民参加型福祉サービス」の取組が県内各地で始まっています。 

また、高齢化集落の維持・活性化に向けても、高齢者の見守りや祭り、共同草刈りなどを、

小学校区単位の複数集落等で補い合う「ネットワーク・コミュニティの構築」を進めており、

それを担う組織として、県内各地に住民主体のまちづくり協議会などの地域コミュニティ

組織の設立が進んでいます。 

 

■施策の方向 

① 住民参加型福祉サービスの拡充 

（ⅰ） 住民自らが参画し多様な地域課題の解決に取り組めるよう、先進事例や取組手法

を学ぶ場の充実を図るなど、住民参加型福祉サービスに取り組む地域を支援します。 

（ⅱ） 県内のすべての自治区（集落）において住民参加型福祉サービスが利用できるよ

う、市町村と連携して、住民参加型福祉サービスの立ち上げ支援を行います。 

 

② ネットワーク・コミュニティ構築の推進 

（ⅰ） 人口減少の中で、住み慣れた地域に住み続けたいという住民の思いを尊重し、複

数集落等で機能を補い合うネットワーク・コミュニティの構築をさらに推進します。 

（ⅱ） 地域コミュニティ組織等の自立的・持続的な運営が可能となるよう支援を強化し

ます。 
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２  権利擁護支援の推進  

（1）成年後見制度等の利用促進  

■現状と課題 

判断能力が十分でない高齢者や障がい者などが地域で自立した生活を送れるよう、成年

後見制度や福祉サービスの利用援助事業（日常生活自立支援事業）などの権利擁護支援を充

実させていく必要があります。 

 

① 成年後見制度の利用促進 

成年後見制度は、認知症、知的障がいや精神障がいにより、判断能力が不十分になっ

た方の財産の管理や日常生活の支援等を行う人（後見人・補佐人・補助人）を家庭裁判

所が選任し、法的に保護する制度です。 

本県ではこれまで、平成 28（2016）年に施行された「成年後見制度の利用の促進に関

する法律」や令和４（2022）年３月に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基

本計画」に基づき、本制度の必要性など権利擁護支援の理解浸透や市町村の中核機関整

備の支援等を行ってきました。 

そのような中、令和７（2025）年には団塊の世代が後期高齢者となることから、認知

症高齢者が増加するなど、本制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化、増

大することが見込まれます。全国どの地域においても、尊厳ある本人らしい生活を継続

することができ、必要な人が本制度を利用できるようにするため、中核機関のコーディ

ネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくりや地域の担い手の育成が必要

です。併せて、判断能力が不十分な本人の意思、特性、生活状況等に合わせて適切な後

見人等を選任・交代できるようにするためには、成年後見制度の担い手である弁護士等

の専門職、市民後見人、社会福祉協議会などの法人など多様な主体が、各地域に存在し

ている必要があります。 

 
※ 厚生労働省作成資料より抜粋 
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② 日常生活自立支援事業の推進 

日常生活自立支援事業は、軽い認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力

が十分でない方で、自分一人で福祉サービスの利用手続きすることに不安がある方に対

し、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類の預かり・保管な

どの支援を行う事業で、大分県社会福祉協議会（大分県あんしんサポートセンター）が

実施しています。引き続き、同事業の利用を推進するとともに、必要に応じて成年後見

制度への適切な移行が行えるよう、市町村等関係機関との連携など同事業の実施体制の

強化を行う必要があります。 

 

■施策の方向 

① 成年後見制度の利用促進 

（ⅰ）地域で相談・支援を円滑につなぐ連携強化の取組を支援します。 

（ⅱ）市町村が行う市民後見人養成への取組を支援します。また、適切な後見活動が行え

るよう、法人後見従事者への研修を実施します。 

 

② 日常生活自立支援事業の推進 

大分県社会福祉協議会（大分県あんしんサポートセンター）が行う「日常生活自立支

援事業」を引き続き推進するとともに、成年後見制度への適切な移行が行えるよう、連

携強化の取組を支援します。 

 

■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

市民後見人養成研修実施市

町村数 
１３市村 １８市町村 
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取組事例⑧：支援機関の連携体制づくり【臼杵市】 

 

 臼杵市では、平成 25（2013）年度から市民後見人の養成に取り組み令和５（2023）

年度までに 133名が養成講座を修了しました。修了者の一部は臼杵市市民後見センタ

ーで法人後見支援員として実務経験を積んでおり、さらに、この中の３名は県内初と

なる市民後見人として選任されました。 

 

 また、臼杵市市民後見センターを平成 26（2014）年度に設置し、高齢者や障がい者

などで判断能力が不十分になった人に対して、法人後見ができる体制を整えて支援を

行っています。令和２（2020）年１月には県内初の中核機関として同センターを位置

づけ、権利擁護支援のための地域連携ネットワークの司令塔として、広報活動や相談

支援活動に取り組むとともに、利用者に適した支援員を選任するための受任調整会議

を実施しています。 
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（2）児童･高齢者･障がい者の虐待防止 

■現状と課題 

児童や高齢者、障がい者の虐待を防止するための各法律が施行され、県や市町村等の関係

機関が虐待の早期発見や早期支援に取り組んでいますが、残念ながら身体的・心理的虐待の

ほか、経済的虐待などが後を絶たない状況にあり、虐待防止は社会全体で取り組むべき喫緊

の課題となっています。 

虐待防止に向けては、養護者や家族等と接する機会が多い医療機関や介護施設、福祉サー

ビス事業所等との連携を図り、早期発見や通報体制の整備に取り組むとともに、介護や子育

てをしている家族などの養護者の精神的・肉体的な負担を軽減していくための相談支援体

制の充実を図っていく必要があります。 

また、介護・福祉サービス施設の従事者等による虐待防止に向けては、普及啓発や研修の

充実などの対策を推進する必要があります。 

 

■施策の方向 

① 児童虐待 

（ⅰ） 国の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」にあわせた県要保護児

童対策地域協議会の開催など集中的な広報・啓発活動を行うことで、地域の支援団体

及び住民の児童虐待防止に関する社会的関心の喚起と理解醸成を図り、地域におけ

る見守り活動等を通じて、児童虐待防止の取組を推進します。 

（ⅱ） 増加を続ける児童虐待相談に確実に対応するため、児童相談所の職員配置などの

体制強化や関係機関の専門性向上のための研修の充実に努めます。 

（ⅲ） 要保護児童対策地域協議会を活用し、児童相談所・市町村・医療機関・警察など

関係機関による情報の共有と連携を強化して、支援が必要なこどもや保護者の早期

発見と適切な支援に取り組みます。 

（ⅳ）いつでも子育てほっとラインを 24時間 365日開設し、県民からの子育てについて

の相談に対応します。 

（ⅴ）児童福祉施設等における従事者への研修の実施等を通じて、虐待の早期発見や防止

に向けて取り組みます。 

 

② 高齢者虐待 

（ⅰ） 虐待発見者の通報義務のほか、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業等の利

用促進について、養護者をはじめとする県民への普及啓発に努めます。 

（ⅱ） 虐待への対応力向上や関係機関の連携強化を図るため、市町村や地域包括支援セ

ンター職員等に対する研修を充実・強化するとともに、市町村の介護サービス相談員

等派遣事業の取組を推進するなど、関係機関が連携・協力し、虐待防止・再発防止に

取り組みます。 
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（ⅲ） 介護施設従事者等を対象とした虐待防止研修を実施するとともに、施設への実地

指導や監査等の機会を捉え具体的な指導を行います。 

 

③ 障がい者虐待 

（ⅰ） 障害者虐待を発見した場合の通報義務の周知等、県民に対する障害者虐待防止法

等に関する広報・啓発活動を行うとともに、市町村をはじめとする地域の関係機関等

による連携協力体制の整備を支援します。 

（ⅱ） 障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置や従事者への虐待の防

止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を徹底し、虐待の早期発見や防止に向

けて取り組みます。 

（ⅲ） 労働局、県警、市町村との緊密な連携による虐待通報への適切な対応により、虐

待を受けた障がい者の安全確保や自立支援などに取り組みます。 

（ⅳ） 家族等の養護者については、介護疲れなどの重い負担や知識不足などが虐待の要

因となることもあるため、市町村と連携し相談及び助言などを通じた支援を図りま

す。 
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３  共生意識の醸成と取組の促進  

（1）ユニバーサルデザインの推進 

■現状と課題 

少子･高齢化やライフスタイルの多様化が進む現在、皆でこどもや若者を育成し、年齢や

障がいの有無等にかかわりなく安全に安心して暮らせる｢共生社会｣を実現することが重要

です。 

本県では、平成７（1995）年に「大分県福祉のまちづくり条例」を制定し、福祉のまちづ

くりに関する、県、市町村、県民の責務を明らかにするとともに、建築物等のバリアフリー

基準を定め、事業者に対して基準への適合を求めています。 

併せて、高齢者や障がい者を含むすべての県民が、安全かつ自由に行動し、社会、経済・

文化等の活動に参加することができる、乗合バスへのノンステップバス導入、歩道の段差解

消や多目的トイレ設置等の公共施設の改修、歩行が困難な方などが、障がい者用駐車場など

施設の入口付近の区画に駐車できるよう、県が共通の利用証を発行する｢大分あったか・は

ーと駐車場利用証制度｣の普及にも努めているところです。 

一方、こうした「まち」や「もの」の分野だけではなく、様々な心身の特性や考え方を持

つ人々が、相互の理解を深めるとともに、支え合うことができるよう、「こころ」のユニバ

ーサルデザインについても推進する必要があります。 

国においては、東京パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けた「ユニバーサ

ルデザイン２０２０行動計画」が策定されました。本県においても、「大分国際車いすマラ

ソン大会」をはじめとする障がい者スポーツや、世界 93か国・地域の約 3,600人の留学生

が集い、人口当たりの留学生数が全国トップクラスであることなどの強みを活かしながら、

共生意識の醸成を図っていく必要があります。 

また、人権に関して、令和５（2023）年度に県が行った意識調査では、「今の日本で、人

権は尊重されていると思うか」という質問に対して、「尊重されている・どちらかと言えば

尊重されている」と回答した人は 72.0％で、前回調査(71.8%)と比較するとほぼ同様の状況

となっています。 

こどもの虐待や高齢者・障がい者に対する差別や偏見、貧困層の顕在化、また近年ではイ

ンターネットによるプライバシーの侵害や誹謗中傷、セクシュアル・マイノリティ（性的少

数者）の人権問題など、人権を取り巻く情勢は複雑・多様化しており、人権課題の対応とと

もに、人権が尊重される社会の実現に向けて、今後も幅広い層の県民に対し、粘り強く普及

啓発に取り組んでいく必要があります。 

 

■施策の方向 

① 「まち」や「もの」のユニバーサルデザインの推進 

（ⅰ） 建築物のバリアフリーやユニバーサルデザインを推進するため、建築関係者を中

心に「福祉のまちづくり条例」の周知を行い、基準適合の徹底を図ります。 
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（ⅱ） 「大分あったか・は一と駐車場」協力施設及び区画の拡大と利用マナーの向上に

資する取組を通じ、高齢者や障がい者、妊産婦の方々などの利便性の向上を図ります。 

（ⅲ） バス事業者が行うノンステップバスの購入に対し、引き続き助成を行い、乗合バ

スのユニバーサルデザインの推進を支援します。 

 

② 「こころ」のユニバーサルデザインの推進 

（ⅰ） 啓発活動を通じて「こころ」のユニバーサルデザインに対する県民の理解促進を

図るとともに、障がい者スポーツの体験等を通じた共生意識の醸成や多言語でのバ

リアフリー情報提供などによる多文化共生※１の推進に取り組みます。 

（ⅱ） 幅広い層の県民に人権について学ぶ機会を提供するため、各種講座、研修会、講

演会などを開催するとともに、地域・企業・団体等で人権啓発を行うリーダーを養成

し、各種人権課題に関する情報を分かりやすく伝えていきます。 

 

■目標指標 

指標名 
令和５（2023）年度 令和１１（2029）年度 

基準値 目標値 

大分あったか・はーと駐車

場設置協力区画数 
２，５５５区画 ２，８００区画 

 

  

 
※１ 多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等

な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きていくこと。 



第４章 計画の具体的取組 

66 

 

（2）合理的配慮の推進 

■現状と課題 

障がい者が地域で安心して生活を送るためには様々な生活の場面において、先入観や偏

見、誤解などにより不利益を被り孤立したり、困難な状況に陥ったりすることがないように

することが重要です。 

これまで本県では、「大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター」への相談窓口設

置など、関係する相談支援機関等との連携に努めてきました。 

また、平成 28（2016）年４月に、「障がいを理由とする差別の禁止」や「社会的障壁を取

り除くために必要な合理的配慮の不提供の禁止」などを内容とする障害者差別解消法が施

行され、本県においても全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す「障がいのある人もない人

も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」を施行しました。 

さらには、令和６（2024）年４月から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障

がいのある人への合理的配慮の提供※１が義務化されました。 

 

■施策の方向 

① 「合理的配慮の提供」が事業所にも義務化されたことに伴い、障がいのある人から社会

的障壁の除去を求める意思表明があった場合、必要な合理的配慮が行えるよう、行政･事

業所･各種団体等に対する普及啓発に努めます。 

② 大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センターでの差別、人権・財産侵害等に関する

相談事案に対し、弁護士・医師・税理士等と連携して対応します。 

 

 
※１ 合理的配慮の提供：事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバ

リア（障壁）を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範

囲で対応を行うこと。 
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大分県社会福祉審議会条例（抜粋） 

平成 12年３月 31 日大分県条例第６号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号。以下「法」という。）第７条第１項の

社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「審議会」という。）の組織及び運営等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（名称） 

第２条 審議会の名称は、大分県社会福祉審議会とする。 

 

（調査審議事項の特例） 

第３条 審議会は、法第７条第１項に規定する事項のほか、法第 12条第１項の規定に基づき、児

童福祉に関する事項を調査審議する。 

 

（組織） 

第４条 審議会は、委員 40人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長の職務の代行） 

第５条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を

招集しなければならない。 

３ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 法第９条第１項の臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、

前２項の規定の適用については、委員とみなす。 

 

（専門分科会） 

第７条 審議会に、法第 12 条第２項の規定により読み替えて適用する法第 11 条第１項に規定す

る専門分科会のほか、同条第２項の規定により老人福祉専門分科会を置く。 

 

 

第８条 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。）に属すべき委
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員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

２ 専門分科会に専門分科会長を置き、専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によって定

める。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の事務を総理する。 

４ 専門分科会の会議は、委員長が招集し、専門分科会長が議長となる。 

５ 第５条及び第６条第３項から第５項までの規定は、専門分科会について準用する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることが

できる。 

 

（部会） 

第９条 審議会は、その定めるところにより、児童福祉専門分科会に部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によって定める。 

４ 部会長は、その部会の事務を総理する。 

５ 部会の会議は、委員長が招集し、部会長が議長となる。 

６ 第５条及び第６条第３項から第５項までの規定は、部会について準用する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

 

（庶務） 

第 10条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

 

（委任） 

第 11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 
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大分県社会福祉審議会委員名簿 

令和７年３月１日現在 

区 分 氏 名 役 職 

議  会 三浦 正臣 大分県議会(福祉保健生活環境委員会 委員長) 

福祉サービス 

関係者 

佐藤 章 大分県社会福祉協議会 会長 

高橋 洋明 大分県民生委員児童委員協議会 会長 

首藤 尚紀 大分県保育連合会 理事 

髙治 香苗 大分県里親会 副会長 

衞藤 祐治 大分県児童養護施設協議会 会長 

高山 やよゐ 大分県ひとり親家庭福祉連合会 理事長 

松田 正隆 大分県民生委員児童委員協議会 主任児童委員連絡会 代表 

牧  達夫 大分県老人クラブ連合会 会長 

千嶋 敏夫 大分県老人福祉施設協議会 会長 

佐藤 一夫 大分県身体障害者福祉協会 会長 

三浦 晃史 大分県身体障害児者施設協議会 会長 

後藤 覚 大分県手をつなぐ育成会 理事 

渡辺 浩二郎 大分県知的障害者施設協議会 会長 

神田 弘法 大分県精神保健福祉会 会長 

小畑 たるみ 
こども食堂 b&gきつき 代表 

(特定非営利活動法人こどもサポートにっこ・にこ 理事) 

医療関係者 

貞永 明美 大分県医師会 常任理事 

渕野 勝弘 大分県精神科病院協会 会長 

大戸 朋子 大分県看護協会 会長 

学識経験者 

相澤 仁 大分大学福祉健康科学部 特任教授 

飯田 法子 大分大学福祉健康科学部 准教授 

福田 広美 大分県立看護科学大学 教授 

住民代表 

牧 久美 大分県地域婦人団体連合会 会長 

大呂 紗智子 特定非営利活動法人おおいた子ども支援ネット 理事 

中野 洋子 認知症の人と家族の会大分県支部 世話人代表 

亀井 新太郎 社会福祉法人豊寿会ケアハウス豊友館 施設長 

工藤 和代 ＪＡ大分県女性組織協議会 会長 

濱田 聖美 大分県肢体不自由児者父母の会連合会 会長 

田村 恵子 特別養護老人ホームひた翠明館 介護主任 

行政関係者 奥塚 正典 大分県市長会 中津市長  
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